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３-２-２ 基本計画 

  

（１）全体配置計画 

 

 計画施設は、人・物・車等の動線を踏まえて、機能別に、1) 漁獲物の処理・保蔵ゾーン（荷捌・製

氷棟）、2) 漁業資機材の修理・管理ゾーン（漁具ロッカー/ワークショップ棟）、3) 衛生管理ゾーン

（管理棟、便所棟）、飲食店ゾーン（食堂棟）の４つに分類できる（下図参照）。 

 

図 3-12 計画施設のゾーニング 

 

 上記の動線を踏まえて、計画地への各ゾーンの配置にあたっては、①漁獲物の処理・保蔵ゾーンと飲

食店ゾーンは隣接させること、②衛生・管理ゾーンは漁獲物の処理・保蔵ゾーンと漁業資機材の修理・

管理ゾーンの両方からアクセスし易い位置にあること、の２点を条件とする。よって、漁獲物の処理・

保蔵ゾーンを敷地中央に配置し、その両隣に飲食店ゾーンと漁業資機材の修理・管理ゾーンを配置する

こととする。なお、衛生・管理ゾーンは、漁獲物の処理・保蔵ゾーンと漁業資機材の修理・管理ゾーン

の間で、汚水処理の容易性を考慮して少し地盤高の高い後背地に配置する。 
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（２）土木施設計画

　本計画地は、地形の高低差があり満潮時に残る陸部分と水面下になる部分が複雑に交錯している。

既存のワークショップ等は潮汐差によって生じる波で基礎および、床は浸食が進んでおり一部倒壊し

危険な状態にある。しかしながら、計画地中央部は　天然の砂浜が形成され水揚げに良好な地形とな

っている。以上のことより本計画地に計画される土木施設は河川流による侵食を防ぐための必要最小

限の護岸、及び護岸部に水産施設へのアクセスのための通路を計画する。また、計画地周辺地域の雨

水排水が計画地敷地内の中央部を横断しており、雨水排水のための側溝を整備する。

　本計画地における既存ワークショップ前の浜には５隻の廃船があり、水揚げ作業を阻害し、水揚げ

地域を狭めているだけでなくワークショップへのアクセスも妨げている。既設荷捌き場前面から約 50m

北側には干潮時に一部船体が露出する放置された廃船（バージ）の残骸が 3 隻ある。

　ワークショップ周辺を護岸により保護し、水揚げ地域を拡張し、アクセスを良好にするために、ワ

ークショップ前の廃船は「カ」国政府の責任による撤去を依頼する。既設荷捌き場の北側に放置され

ている河川内の３隻のバージは河川の湾曲状態および流向に左右されない位置にあることから、撤去

してもほとんど河道状況を変化させないと思われるが、現在の水揚げ作業に支障を来していないため、

本プロジェクトでは「カ」国側に撤去を勧告しない。

　護岸法線は侵食されている部分と浜の部分の境界に設置するよう考慮した。護岸法線図に計画地代

表断面および満潮時水位線を示す。

図 3-13　護岸法線図

NARROW BRIDGE
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①護岸の所要延長

護岸は計画地のほぼ中央に位置している自然浜を挟み西側と東側に分かれる。自然浜部分には護

岸を設置しない。西側部分延長は約 113 m であり、東側延長は約 54 m である。

②スリップウエイおよびスロープの延長

スリップウエイおよびスロープの勾配は 1/10 とする。必要延長は先端高さが自然浜高さと一致

するところまでとする。地形図によれば約 15m 程度である。これらの先端付近にはいくらかの砂

が堆積するが機能上問題はない。

③開水路延長

開水路の延長は約 73 m とする。

④盛土範囲

既存荷捌き場前の自然浜を除く地域で、満潮時（+3.45m）等高線より低い部分は盛土とする。計

画地に盛土することによって、一部私有地に窪地形成し、常に水の溜まっている場所が出来る。

このことは盛土部に崩壊を起こす原因にもなることから、盛土部を保護する目的のため、同様に

埋め戻すことが得策と判断する。

⑤護岸高さの設定

計画護岸高さは、年間満潮時水位が 3.45m であることから 3.5m とする。
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（３）建築施設計画

　１）敷地計画

①敷地条件

a) 敷地は不定形で、東西にやや細長い形状である。

b) 北側が河口に面し、中央部は遠浅の水揚げ浜となっている。水揚げ浜は曲線状で、放置され

たバージや鉄くずが散在しているため、全長は約４０ｍ程度しか使用できない。

c) 南側は町の公道に接し、中央部に敷地への入り口がある。道路は非常にゆるい勾配を持って

いて、敷地は道路よりも約３～４ｍ低い位置にある。入り口はやや急な斜路である（勾配１：

６）。道路との間には斜面があり、斜面の下に BBQ 食堂が並んでいる。

d) 西南の隅部は、私有地に接しており、所有者は現在スイスに在住している。隣地と敷地の間

に小さな水路があり、この水路の上には敷地に接する公道に長さ９ｍの橋が架かっている。

水量はほとんど無いが、わずかながら水が常時流出している。水路は内陸から橋の下を通り、

私有地の脇を流れて水揚げ場の端で河口に入る。この水路を越えた敷地の奥にワークショッ

プと貯氷庫があり、さらに奥で敷地は公道からの脇道につながる。

e) この脇道は、現在建設中のマリーナに繋がる。

f) 敷地の東側には市民ボランティアが建設した公衆便所がある。有料制で CDDM が管理しており、

比較的清潔に保たれている。

g) 既存の荷捌場は、敷地中央のやや東寄りにあり、水揚げ場に近い。

②ゾーニング・動線の方針

a) 新設の荷捌・卸売場は、敷地中央部に配置する。この配置は、現在の水揚げ浜に近く、ピロ

グ船からの漁獲物の陸揚げから荷捌・卸売場での取引・処理を円滑にするとともに、敷地へ

の入り口に近く漁獲物の搬出を容易にする。

b) 水揚げ浜、荷捌・卸売場、貯氷庫につながる動線は、他の動線によって妨げられない明確な

流れを確保する。

c) 敷地内では、漁獲物の水揚げ・販売活動のほか、船外機修理、漁網修繕などの漁業関連活動

と、BBQ 食堂などの商業活動が行われる。現在はやや混在しているが、各活動の効率・衛生

面などを考慮し、相互の活動の場が明確になるようにゾーニングを行なう。

　２）施設配置計画

　荷捌・卸売場ならびに漁具ロッカー／ワークショップは、水際から漁獲物や漁具を搬入する場所

であることから、水際線の近くに配置することが望ましい。計画敷地は河川に沿って東西に細長い

敷地であることから、施設もこれに対応して水際線沿いに配置する。また、これらの施設を出来る

だ水際線に近く配置することによって、陸側のスペースを確保でき、車の進入と混雑する人の流れ

を円滑にし、構内道路・駐車場・他の用途に用いることができる。

　これらの施設を敷地中央に配置した駐車場・サービスヤードの位置に配置すると、浜から施設ま

での距離が長くなるほか、浜から施設への水揚げ動線をまたがって車両が走行あるいは駐車するこ
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ととなる。また、駐車場を道路面と同じレベルにすると、購入した魚を持って坂をあがるという不

便な状況を改善することはできない。一方、荷捌・卸売場の横長の平面形状を四角形にした場合に

は、東西の敷地を分断する可能性が高く、有効な敷地の利用が困難となる。また、施設場内の卸売

り区画の配置によっては、魚と人の動線が交差し、混雑を招く可能性がある。

　施設周辺の外構を整備する範囲は、構内舗装・駐車場・構内道路などを考慮すると敷地の大部分

である。この範囲は排水・歩行・運搬等を考慮すると、同一レベルであるべきであり、そのための

盛土量は施設の配置に関係しない。

　以上のことを踏まえて、次の３つの施設配置計画を案出した。いずれの案も、現在建設中のマリ

ーナに通じる脇道を活用するものである。

【Ａ案：サイト東側の既設食堂等をそのまま残す場合】

　サイト中央に荷捌・卸売場、東側に既存食堂をそのまま残し、西側に漁具ロッカー、ワークシ

ョップを配置し、管理棟を道路側斜面上に建てる。陸上からの荷捌き場へのアクセスは敷地中央

入口を歩行者用、敷地西橋の道を車用とする。敷地への２つの入口が構内道路によって結ばれ人

や車の流れが円滑になる。中央入口の左側に位置している既設 BBQ 食堂棟は東側敷地への移転が

必要であるが、東側敷地は施工中の仮設水揚場としてそのまま利用することができる。中央入口

の坂の勾配は既存食堂へのアクセスを維持するため現状のまま（急勾配）となる。また、荷捌・

卸売場が既存食堂と重なり合わないよう配置するためには、護岸法線の位置をＢ案、Ｃ案で示す

位置（ほぼ満潮線に沿って設定）から沖側にさらに５ｍ程度出す必要がある。浜から漁民ロッカ

ー／ワークショップへのアクセスを確保するため、護岸前面にスロープとスリップウエイを設け

る必要がある。
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【Ｂ案：食堂棟を含めた施設整備を行う場合１】

　施設配置は A 案と同じであるが、食堂棟を含めて整備を行う。計画サイト全面にわたって工事

が展開されることから、既存食堂を含めたすべての既存構造物の撤去が必要である。施工中は現

在敷地内で行われているすべての活動を一時的に他の場所に移転させる必要がある。メイン入り

口の坂の勾配を緩やかにすることができる。浜から漁民ロッカー／ワークショップへのアクセス

を確保するため、護岸前面にスロープとスリップウエイを設ける必要がある。

　　　【Ｃ案：食堂棟を含めた施設整備を行う場合２】

　Ｂ案のサイト東側に配置している食堂棟とサイト西側に配置しているワークショップ棟／漁具

ロッカー棟を入れ替えた案である。浜から漁民ロッカー／ワークショップへのアクセスは、既存

砂浜を介して確保できるので、A 案や B 案のように護岸前面にスロープとスリップウエイを設ける

必要がない。なお、食堂棟を含めず護岸を５ｍ沖出しする必要のある A 案と概算工事費を比較し

ても、Ｃ案の方が A 案よりも若干高くなるが、周辺環境への影響面、食堂棟の衛生面において費

用以上の効果があると判断される。
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　以上の検討より、Ｃ案が最適な配置案と判断される。

　３）建築計画

①建物の平面形状

　工事期間中、護岸から建物までの間には、護岸工事の施工スペースと資機材搬入スペースを必要

とする。一方、建物の完成後は、水際線と建物の距離は短いほど、漁獲物や漁具の運搬が容易にな

る。護岸は、侵食・漂砂の危険を防ぐために、現在の水際線を保つようなめらかな湾曲状に整備す

る。護岸線と建物との距離をほぼ一定にするために、施設も護岸線にほぼ平行に面するよう建物を

部分的に屈曲させる。このような建物の形状は施工性・コスト・工期等にほとんど影響しない。ま

た、細長い帯状の平面形状とすることにより、屋根の水勾配の距離を短くし、かつ屋根の高さを低

く抑えることができる。

②建物の断面形状

　基本的な屋根の小屋組みは切妻とする。建物に降り込む雨を防ぎ、暑い日差しを遮るために庇を

伸ばす。また、天井面にこもる熱気を放散させるために、天井を既設荷捌場よりやや高くし、換気

ガラリを屋根に設ける。
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③管理棟の位置

　地質調査結果より、建物は直接基礎とできるが、圧密沈下を避けるために基礎底面の接地圧を極

力低減する必要がある。よって、管理棟を含めたすべての建物は平屋とする。管理棟は、荷捌・卸

売場、漁具ロッカー／ワークショップ、食堂の３つのゾーンとの人の往来があることから、敷地中

央部に配置する。ただし、荷捌・卸売場に隣接する必要性はなく、むしろ人々の動線を円滑にする

ために、荷捌・卸売場周りは開放されている方が使い易い。以上のことから、管理棟は既設道路の

法面下に道路と平行に配置し、その前面（荷捌・卸売場との間の敷地）には、漁獲物の搬出や進入

車両の切り回しが円滑に出来るよう駐車場・サービスヤードを設ける。

④施設別計画

　A. 荷捌・卸売場

a) 既設荷捌場は、数本の柱に打設不良がみられる。また、耐震設計がなされている構造では

ない。よって、既設荷捌場は活用せず、新規に建設することとする。

b) 荷捌・卸売場には、漁獲物の卸売りを行うための 2m×3m の大きさの台（床面＋20cm）を置

く。各卸売台の周囲に 1.5m の幅の仲買人の立ち並ぶスペースを設ける。荷捌・卸売区画の

数は９個である。各区画の後ろには購入した魚を函に詰めるスペースを設ける。

b) 仲買人の中には魚を詰めた函を頭に載せる人々がいることを考慮して、荷捌・卸売場の最

小有効高さは 3.0m とする。屋根は勾配をつける。また高温となる乾季にはせり場の熱気を

上に逃がすために、換気ガラリを設ける。

　B. 製氷・貯氷庫

a) 貯氷庫のスペースは 6m×3m、庫内の天井高さは 2m とし、庫内の全ての面は断熱材で覆われ

る。内部には仕切壁（断熱材入り）を設け、入口ドアを 2 つとする。貯氷庫入口前には、

氷の詰込み・搬出のための作業スペースを設ける。

b) 製氷室は貯氷庫の屋根に設ける。製氷機の能力は２トン/日ｘ1 台である。製氷機の周囲に

メンテナンススペースを設ける。２階製氷室へ上がるための外付け階段を設置する。

c) 貯氷庫の隣に保冷函置き場および倉庫を付帯させる。収納する保冷函およびその他用具の

大きさと数量から、大きさは 3m×6m とする。

　C. 管理棟

a) 管理室に常駐勤務する職員は、副所長、会計、秘書、氷販売、市場管理員の 5 名である。

所長には専用の所長室（事務および面談スペース）を設ける。組合室には、会長、事務長、

会計の３人が常駐する。管理室には、会計ブース、事務スペース、ＦＡＸ、書類庫などを

置くスペースを設ける。

b) 施設運営および組合運営に関する様々な会議や研修を行うための会議室を設ける。

c) 便所、給湯室、電気室を付帯させる。

d) 各室の天井高さは「カ」国の一般的な事務室に準じ、2.5ｍ程度とする。

　D. 漁具ロッカー／ワークショップ棟

漁が終わり、漁師が船から下ろして持ち帰る船外機、燃料タンク、雨具などを収納するスペース

を設ける。一つのロッカースペースの大きさは 3m×5m とし、ピログ船 5 隻で 1 つを共用する。
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個数は 11 である。また、船外機および木造船の修理場ならびに倉庫を一部屋ずつ設ける。

　E. 食堂棟

既存の BBQ 食堂棟は、敷地の道路側斜面の下に位置している。斜面は雨によって土が流され、建

物の脇に少しづつ堆積している。簡単な木の板でせき止めているが、１～２年で木が腐食すると

土は建物内部に流入する。また柱や梁は仮設的な細い材料を使い、梁と柱の納まりもかなりいい

加減なものである。現状の各スペースは間口 2.5～3m、奥行き 5m、天井高さは 2.3m 程度である。

各スペースは間仕切りが無い。現在開店している数は 24 である。高さは、屋根勾配の関係から

現状より少し高くなる。

　　⑤面積計画

棟名 部屋名 面積（㎡） 使用人数（人） 1人当たり占有面積(㎡)

荷捌・卸売エリア 272.3 200 1.4

函詰め・搬出エリア 141.1 55 2.6

貯氷庫 24.0

保冷函置場/倉庫 24.0

製氷機室（2階） 24.0

テラス（2階） 24.0

店舗（24ブース） 420.0 720 0.6

通路 48.6

漁具ロッカー（12ブース） 180.0 60 3.0

船外機修理場 30.0 3 10.0

木造船修理場 60.0 3 20.0

通路 44.7

所長室 14.0 1 14.0

管理室 36.0 5 7.2

組合（CDDM） 25.0 3 8.3

会議室 50.0 20 2.5

電気室 4.0 1 4.0

給湯室 4.0 1 4.0

便所 12.0 4 3.0

廊下・通路 59.0

便所棟 23.0

延べ床面積 1,519.7

管理棟

漁具ロッカー/ワークショップ棟

荷捌・卸売場

製氷棟

食堂棟

　４）仕上計画

外部・内部仕上表（荷捌・卸売場、製氷室、漁具ロッカー／ワークショップ棟）

部位 仕上

屋根 金属板屋根（アルミ）、木下地

小屋組 木造トラス

破風、鼻隠し 金属板加工(アルミ）

外壁 AEP塗、モルタル塗、CB下地、木製ルーバーCWP塗り、通風ブロックAEP塗

柱 AEP塗、モルタル塗、コンクリート下地

外部扉 木製扉、CWP塗

外部巾木 モルタル仕上

床 モルタル仕上+ハードナー、一部タイル貼り

G4

G4

G4

G4
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外部仕上表（貯氷庫、管理棟、便所棟）

部位 仕上

屋根 金属板屋根（アルミ）、木下地

小屋組 木造トラス

破風、鼻隠し 金属板加工（アルミ）　

外壁 AEP塗、モルタル塗、CB下地

柱 AEP塗、モルタル塗、コンクリート下地

外部扉 木製扉、CWP塗、防犯格子付

外部窓 ガラスルーバー、網戸、格子付

外巾木 モルタル仕上

内部仕上げ表（管理棟、便所、貯氷庫、倉庫、漁具ロッカー）

室名 床 巾木 壁 天井

管理事務室 テラゾータイル モルタル下地AEP モルタル下地AEP プラスターボードAEP

CDDM事務室

会議室

便所 タイル貼り タイル貼り タイル貼り プラスターボードAEP

貯氷庫 モルタル金鏝仕上 ステンレスプレートt2 モルタル下地AEP 板張

断熱材 断熱材 ステンレスプレートt2 断熱材

断熱材

建具：ステンレス

製氷室 アスファルト防水 モルタル下地AEP 木製ルーバー 小屋裏あらわし

モルタル金鏝仕上

漁具ロッカー モルタル金鏝仕上 モルタル下地AEP モルタル押えAEP 小屋裏あらわし

倉庫 PCスクリーンパネルAEP

　５）構造計画

　　①構造設計条件

a) 現地調査によれば、風速は非常に弱いので設計に考慮しない。地震は活火山であるカメルー

ン山の噴火活動が記録されている。カ国ではフランスの設計規準が用いられているが、設計

震度について具体的な記述がない。設計ベースシャー係数を 0.1 とする。敷地前の河口が氾

濫・増水した記録はないので、設計には考慮しない。

b) 使用材料の規格・強度はカ国で標準的な仕様とする。

　　コンクリート：圧縮強度 21 N/mm2

　　鉄筋：SD295

　　木材：比重 0.9 以上

c) 敷地内で実施した地質調査によると、敷地の西側（面積約 1,200m2、食堂棟の建設部分を含

む）は腐植土混じりの堆積層（砂層）があり、圧密沈下の恐れがある。地質データより推算

したところ、最終的な圧密沈下量は 11.6cm であるが、高さ 2m の盛土を 2.5 ヶ月間仮置する

G4

G4

G4

G4
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ことによって、このうちの 10.5cm を沈下させることができる。本工事では敷地全体で約

3,000m3の盛土が計画されていることから、この土を圧密沈下の恐れのある約 1,200m2のうち、

特に建物の建設部分を中心に仮置し、短期間の沈下を促進する。

b) 建物は、ほとんど平屋で軽いので、全ての基礎は直接基礎とする。製氷・貯氷棟は建物の接

地面積あたり重量が大きいので、健全な地盤上に基礎を置く。

　

　　②各施設の構造計画

a) 荷捌・卸売場

　柱は鉄筋コンクリート造、屋根の母屋は木造とする。

b) 製氷・貯氷庫

柱・梁および床スラブは鉄筋コンクリート造、貯氷庫の壁はコンクリートブロックとする。

ただし、カ国で普及しているコンクリートブロックはセメント量が日本に比べて少ないため

壊れやすいので、現場製作を考慮する。

c) 管理棟

柱・梁・床および屋根スラブは鉄筋コンクリート造、勾配屋根は木造とする。壁はコンクリ

ートブロックとする。

d) 漁具ロッカー棟

　柱は鉄筋コンクリート造、壁はコンクリートブロック。屋根は木造とする。

e) ワークショップ棟

　柱は鉄筋コンクリート造、壁はコンクリートブロック。屋根は木造とする。

f) 食堂棟

　柱は鉄筋コンクリート造、屋根は木造とする。

　６）主要設備計画

　①給排水・衛生・空調設備計画

A. 給水設備

a) 給水の引き込みは、計画敷地に隣接する幹線道路沿い（敷地東端までは道路の敷地側、それ以

降は道路の反対側）を 160φの給水本管が敷設してある。「カ」国側負担工事として、この本

管から 40φの給水管を分岐して道路沿いに約 60m 引き込み、量水器・バルブ止めとする。

a) 上記分岐点から各給水箇所までの移送距離に対して原水の給水圧（0.6～1.0 バール、1 バール

＝0.98 kgf/cm2）が十分でないため、日本側工事として、原水を貯水槽で受け、ポンプを介し

て高架水槽へ揚水する。高架水槽から各給水箇所へは落差で供給する。なお、製氷機への給水

圧は 2～4 kgf/cm2を要することから、製氷機室内に加圧ポンプを別途設ける。

a) 量水器を設置し、荷捌・卸売棟、食堂棟、製氷・貯氷棟、便所棟、管理棟の別に計量を行う。

a) 給水量の算定
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用途 算出根拠 所要量

製氷用水 製氷量 2トン/日ｘ1.1 2.2 m3/日

床洗浄用 荷捌・卸売場（面積約 270m2）ｘ8L/m2 2.2 m3/日

魚洗浄用 魚 3.3 トン/日ｘ0.3 1.0 m3/日洗浄用水

食堂用 0.1 トン/軒・日ｘ24 軒 2.4 m3/日

施設職員用 20L/人日ｘ15 人 0.3 m3/日生活用水

便所用 5L/回ｘ延べ 200 回/日 1.0 m3/日

合計 9.1 m3/日→10 m3/日

e) 給水設備仕様

給水方式 ：高架水槽からの落差による給水（原水は、既設給水本管φ160mm よりφ40mm を

　　　　　　　分岐し、貯水槽に蓄えた後、ポンプで高架水槽に揚水する。

貯水槽 ：コンクリート地下埋設槽、容積約 15 m3

揚水ポンプ ：32A、約 0.75 kw、揚水能力約 150 L/分（揚程 15 m）x 2 台（交互運転）

高架水槽 ：高さ 10m、容積 4 m3（1 日あたり 2.5 回転）

　　　　　　　断熱サンドイッチパネル FRP 製貯水槽

給水管 ：水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管（埋設部）40A、32A、25A、20A

　硬質塩化ビニールライニング鋼管（一般部）32A、25A、20A

量水器 ：主量水器 40A（「カ」国側設置）、荷捌・卸売棟用量水器 25A、管理棟用量水器

25A、

　　製氷機用量水器 25A、食堂棟用量水器 25A

　加圧ポンプ（製氷機への給水用ポンプ）：25A、吐出圧 2 kg/cm2以上、約 0.4 kw

　　　　　　　　揚水能力約 60 L/分（揚程 19 m）ｘ2台（交互運転）

　B. 排水設備

a) 公共下水道がないため、汚水は敷地内で処理する。処理方法は、腐敗槽式浄化槽を通した後、

上澄み液を浸透桝に自然流入・地中浸透させる。

a) 一般用便所、職員用便所（管理棟内）につき、それぞれ単独浄化槽を設ける。

a) 荷捌・卸売場および食堂棟内の床排水、雨水排水、魚洗浄水は、河に直接放流する。

a) 浄化槽の処理対象人員の算定

対象者 算出根拠 対象人数 処理槽の規模

施設職員 15 人/日ｘ施設内滞在率 100%（1 日 8 時間） 15 人 15 人槽

漁民 150 人ｘ施設内滞在率 25%（1 日 2 時間） 38 人

仲買人 100 人ｘ施設内滞在率 40%（1 日 3 時間） 40 人

80 人槽

　　e) 排水設備仕様

浄化槽 ：腐敗槽式浄化槽、コンクリート製

　　一般便所用：約 40m3（6.2mｘ4.0mｘ2.0m）

　　職員便所用：約 8m3（3.3mｘ1.6mｘ2.0m）

浸透桝 ：1 日排水量の 3 倍以上とし、そのうち砕石部分を 50%とする。
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　　一般便所用：φ4mｘ深さ 2.5m（浸透砕石φ30mmｘ1.5m）ｘ1 基

　 容量＝80 人ｘ0.15m3/人日ｘ3.0＝36 m3/日

　 砕石部分＝36 m3 ｘ 50%＝18 m3 （（2.0）2ｘπｘ1.5ｘ1 基）

　　職員便所用：φ2mｘ深さ 2.5m（浸透砕石φ30mmｘ1.5m）ｘ1 基

　 容量＝15 人ｘ0.15m3/人日ｘ3.0≒7 m3/日

　 砕石部分＝7 m3 ｘ 50%≒4 m3（（1.0）2ｘπｘ1.5ｘ1 基）

排水管 ：硬質塩化ビニール管

　使用管径：200A、150A、125A、100A、50A（屋外排水）

　100A、75A、65A、50A、40A（屋内排水）

衛生器具 ：洋式便器、手動流下押出し式、手洗用シンク

　C. 空調設備

a) 冷房専用の空冷式空調機を個別に設置する。

b) 空調対象室：所長室、管理室、組合室、会議室

c) 屋外機は耐重塩害仕様とする。

　D. 換気設備

空調機が設置される部屋（所長室、管理室、組合室、会議室）の他、便所、給湯室、電気室に換

気扇を設置する。

　②電気設備計画

A. 電力供給設備

a) 電力は、「カ」国側負担により、敷地入り口付近の既設電信柱（送電線 15KV）に変圧器を設置

し、そこから積算電力計を経由して、本工事で設置する受電盤（管理棟内電気室）へ引き込ま

れる。

a) 計画サイト周辺の電圧降下は定格の平均 10%程度とされるが、今回計画の製氷機や空調機のコ

ンプレッサーは密閉型であり一般的に電圧降下に対する許容度が低い。電圧降下も 10%未満で

あれば大きな支障は生じないが、10%を越えた場合にはコンプレッサーが焼損する恐れがある。

したがって、受電盤と主配電盤の間に電圧安定器（50 KVA）を設置する。

a) 供給電気方式は三相 4 線式 380/220V、50Hz である。

a) 主配電盤から、各所に設置する電灯分電盤、動力制御盤などへ電力供給する。

a) 屋内配線は XLPE(CV)ケーブル，屋外地中配線は SWA-XLPE(CVMAZV)とする。

B. 電灯・コンセント設備

a) 照明は蛍光灯を主体として計画する。

a) 敷地内の保安用に水銀灯などの高輝度ランプによる外灯を設置する。

a) 各照明の点滅は各使用場所における手元スイッチとする。ただし、荷捌・卸売場や通路・廊下

など外部に面した照明のスイッチは、管理上、最寄りの部屋の中に設ける。

a) 外灯の点滅も手動スイッチとする（センサーなどによる自動点滅は行なわない）。
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a) 所長室、管理室、組合室、会議室、給湯室、船外機修理場及び倉庫に 220V コンセントを設置

する。

a) 配線は PVC/PVC(VVF)ケーブルを原則とし、保護管が必要な部分は PVC（VE）管を使用する。

室名 面積 仕様 照明器具・コンセント

荷捌・卸売場 270m2 150Lx 蛍光灯 40w×2×18 灯

函詰・搬出ｴﾘｱ 135 m2 150Lx 蛍光灯 40w×2×9 灯

保冷函置き場 18m2 50Lx 蛍光灯 40w×1×2 灯

貯氷庫 18m2 50Lx 白熱灯 100w×1×2 灯（防水ケース付）

氷搬出エリア 27m2 50Lx 蛍光灯 40w×1×2 灯

荷捌・

卸売棟

製氷室(2F) 18m2 150Lx 蛍光灯 40w×2×1 灯

漁具ロッカー 165m2 75Lx 蛍光灯 40w×1×11 灯

船外機修理場 25m2 150Lx 蛍光灯 40w×2×2 灯、コンセント(1kw) x 2

木造船修理場 60m2 150Lx 蛍光灯 40w×2×3 灯

漁具ﾛｯｶ

ｰ・ﾜｰｸｼ

ｮｯﾌ棟

倉庫 15m2 50Lx 蛍光灯 40w×1×1 灯、コンセント(1kw) x 1

所長室 15m2 300Lx 蛍光灯 40w×2×2 灯、コンセント(1kw) x 1

管理室 35m2 300Lx 蛍光灯 40w×2×4 灯、コンセント(1kw) x 3

組合室 25m2 300Lx 蛍光灯 40w×2×2 灯、コンセント(1kw) x 2

会議室 50m2 300Lx 蛍光灯 40w×2×6 灯、コンセント(1kw) x 2

廊下 60m2 50Lx 蛍光灯 40w×1×5 灯

管理棟

便 所 ( 男 女 各

1)・給湯室・電

気室

20m2 50Lx 蛍光灯 40w×1×4 灯、コンセント(1kw) x 1（給湯室）

便所棟 便所(男女各 1) 23m2 50Lx 蛍光灯 40w×1×2 灯

外構 外灯建物周囲 8ヶ所 水銀灯 250 w×1×8 灯

電灯・コンセント　計 照明 7.0 kw（7.0 KVA）、コンセント 12kw (3.6　KVA)

　C. 動力電源設備

a) 製氷機ならびに貯氷庫への電力供給は、それぞれの機材ユニットに組み込まれている専用制御

盤へ接続する。

a) 管理室、組合室、会議室に設置される空調機へ電力供給する。

対象 仕様 動力電源

圧縮機モーター 日産 2トン/台 15 kw x 1 台製氷機

加圧ポンプ 60 L/分（揚程 19m） 0.4 kw x 2 台（交互運転）

貯氷庫 圧縮機モーター 容積 18 m3、貯氷 6 トン 3 kw ｘ1 台

高架水槽 揚水ポンプ 150 L/分（揚程 13m） 0.75 kw x 2 台（交互運転）

小計 約 19.2 kw（24.0 KVA）

所長室 15 m2 1.5 kwｘ1 台

管理室 35 m2 3.0 kwｘ1 台

組合室 25 m3 2.2 kwｘ1 台

空調機

会議室 50 m3 2.2 kwｘ2 台

小計 約 11.1 kw（13.9 KVA）

合計 約 30.3 kw（37.9 KVA）
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　以上より、電灯・コンセントならびに動力電源の両方で約 48.5 KVA となることから、計画施設

への電力供給容量は 50 KVA とする。

　D. 電話設備

a) 電話線は幹線道路沿いに敷設されている電話線より本工事で設置する端子盤まで「カ」国側負

担で敷設される。

a) 新設端子盤から管理室および組合室に設置する電話アウトレットまでの空配管(PVC)を行う。

　E. 避雷設備

避雷突針（Air Terminal）と棟上導体（Horizontal Conductor）方式による避雷設備を２階建て

となっている製氷棟にのみ設置する。

 ７）外構計画

①道路・駐車場

　現在の敷地への中央部入口（メインエントランス）は既設道路に面しているが、敷地地盤高とは

約４ｍの差がある。そのため敷地への進入路は勾配１：６の急斜面となっており、混雑時には人ご

みの中に車が入ってくるので危険でもある。このスロープを長くして、車両の進入をより容易にす

る。また、荷捌・卸売場の背後には駐車場（15 台分）を設け、漁獲物の積み込み作業を円滑にする。

さらに、食堂棟の背後スペースにはタクシーやミニバスの待機場を設け、一般消費者が容易に施設

を利用できるようにする。

②雨水排水

　計画敷地に面する既設道路に降った雨水は、道路の法面を伝って敷地内に流入している。このた

め、法面上の樹木の根本部分が侵食され土砂が法面下に堆積している。このまま放置すると法面の

崩壊が進行するため計画敷地内への影響が危惧される。したがって、路上の雨水が既設道路の側面

（計画敷地内）に沿って開水路や側溝へ流れ込むよう、縁石を設ける。構内舗装部分の横断部分に

はコンクリート蓋を付け、車両の通行の邪魔にならないよう配慮する。また、敷地に隣接する私有

地との境界線ならびに既設道路の法面下端沿いには計画地への土砂の進入を避けるため擁壁を設け

る。一方、敷地内（舗装部分）の雨水は、敷地を横断して設置する通路沿いに側溝を設けて、開水

路へ放水する。

③構内舗装

　構内舗装は、車両が進入・通行・駐車する部分だけとする。護岸の背後（建物までのスペース）

は砂で盛土し転圧する。舗装は、耐久性を考慮してコンクリート舗装とする。インター・ロッキン

グ・ブロック舗装（路盤：転圧ラテライト土）は、重機を使わないで現地で容易に修復・維持管理

ができる工法であるが、維持管理費を比較検討した結果、コンクリート舗装と大差がないことから、

強度面でより優れているコンクリート舗装を採用する。なお、敷地内のその他の部分は砂で盛土、

転圧後砂利敷きとする。
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　８）製氷・貯氷設備

　①氷の選定

　水産用の氷は、大きく分けて３種類あり、各々の特徴は以下の通りである。計画地ではフレークアイ

スの人気が高く、零細漁民の大多数が使用している。氷は薄いウロコ状で融けやすい反面、冷却力が大

きく、氷による魚体の損傷も少ないことから漁業用として適している。

氷の種類 特徴

ブロックアイス 所謂角氷で、１個が 20～55 kg の大きさで融けにくく、それだけ冷却力は低い。

装置は大きく、間接冷却となる事から、長期間連続した運転形態がとられる。運

転開始後の冷凍機の熱負荷変動は小さく、運転は安定している。反面、一定時間

毎に人力による氷の取り出しがある。カ国では使用されていない。

フレークアイス 薄いウロコ状の氷で融けやすい反面、冷却力が大きい。構造がシンプルで装置も

小型で冷凍機の熱負荷変動が小さいため、運転が安定している。出来た氷は自動

的にスクレパーでかき落とし貯氷庫に蓄えられる。カ国で水産用として使用され

ている。

プレートアイス 薄い板状の氷でフレークアイスよりやや融け難い反面、冷却力は多少落ちる。装

置は小型であるが制御回路が複雑で、運転中の冷凍機の熱負荷変動が大きい。出

来た氷は加熱により脱氷され、貯氷庫に蓄えられる。カ国では使用されていない。

　②製氷機の選定

　　　以下の検討を経てフレークアイス製氷機を選定する。

a) フレークアイスは「カ」国水産業で使用されており、計画地の漁民にも広く受け入れられている。

a) 既に、ドウアラの MIDEPECAM（海面零細漁業振興団）で同機種の運転が開始されており、メーカ

ーの代理店およびドウアラの MIDEPECAM からの技術支援が期待できる。

　③貯氷庫用クーラー

　漁船の操業パターンと流通形態から、２日間氷を生産貯蔵し、まとめて出荷する運用形態となる。貯

氷庫は氷の溶解によるロスを軽減するため防熱を施す事は勿論であるが、クーラーを設置することによ

り氷の溶解を更に低減できる。

　④製氷機、付属機器の仕様

　　　a) 製氷機

氷の種類 フレーク

製氷装置 圧縮機、空冷コンデンサー、製氷機、制御盤、散水ポンプ等が共通架台上

に組み立てられ、現場での設置作業が容易なモデル

ベースサイズ 約 2.2m ｘ 2.5m 程度

能力 少なくとも 2 トン／24 時間

気温、原水温度 外気温度 35℃、水温 30℃
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  コンプレッサー 密閉型または半密閉型 

  製氷機 固定ドラム式 

  凝縮器 空冷 

  冷媒 R404A 

  電源 AC380V、3 相、50Hz. 

  加塩装置 加塩を認める 

  台数 1 台 

  外観図 右図参照 

  

   b) 貯氷庫 

  貯氷庫用クーラー 約 2.2 kwｘ１台、分離型あるいは一体型の何れでも可 

  防熱扉 約 1.9m ｘ0.8m ｘ 1 式、ヒーター付きｘ 1 式。 

 

（４）機材計画 

 

 以下の仕様の機材を調達する。 

 ［Ａ］魚処理用機材 

番号 品名 規格 数量 

A-1 保冷函 長さ 1.1 m ｘ 巾 0.8 m ｘ高さ 0.8 m 以下の寸法（ただし、船上での

作業性を考慮すると、巾は約 0.6m が望ましい）の防熱函で、容量が

少なくとも260 リットル、蓋付き 

128 個 

A-2 機械式秤Ａ 50 Kg、吊り下げ型、フック付き 5 式 

A-3 機械式秤Ｂ 10 Kg、吊り下げ型、吊り下げ皿付き 10 式 

 

 
図 3-14 既存ピログ船への保冷函の積載プラン 
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［Ｂ］船外機保修用工具

番号 品名 規格 数量

B-1 一般

工具

以下の工具を含む

ソケットレンチ

8 mm、10 mm、12 mm、13 mm、14 mm、17 mm、19 mm、プラグ用 20.6 mm、ラチェット

ハンドル、エクステンションバー各１個

フォークエンドスパナー

8ｘ10 mm、10ｘ12 mm、11ｘ13 mm、12ｘ14 mm、14ｘ17 mm 各１個

メガネレンチ

8ｘ10 mm、10ｘ12 mm、14ｘ17 mm、19ｘ21 mm 各１個

モンキーレンチ（約 250 mm）、コンビネーションプライヤー（約 200 mm）、ラジオペ

ンチ（約 150 mm）ニッパ（約 150 mm）、コンビネーションハンマー（約 0.3～0.5 Kg）、

ドライバー（-100、+No.1、+No.2、+No.3）、６角レンチ（1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、

5.0、6.0）７本組セット、収納箱、各１個

３式

B-2 特殊

工具

以下の工具より構成される

プレスマシン１５トン（トラバーサー付き）

フライホイールマググネットホルダー Tool No. 90890-06522 (90890-06139)

ベヤリングセパレーター　Tool No. 90890-06534

フライホイールマググネットプーラー Tool No. 90890-06521 (90890-06117)

クランクシャフトアライナー　１式 Tool No. 90890-03107

クランクシャフト抜き出し、挿入の治具（工具箱付き）

 マニュアル、フランス語または英語

１台

１式

１式

１式

１式

１式

１部

３－２－３　基本設計図

施設配置図

荷捌・卸売場　製氷棟　平面図・立面図・断面図

食堂棟　平面図・立面図・断面図

管理棟　便所　平面図・立面図・断面図

漁具ロッカー・ワークショップ棟　平面図・立面図・断面図

土木構造物（護岸、開水路）標準断面図
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３－２－４　施工計画／調達計画

３－２－４－１　施工方針／調達方針

（１）施工方針

　本プロジェクトは日本政府による無償資金援助協力により実施されるため、所定の工期内に竣工す

べき制約があることを考慮し、合理的な工法計画、資機材調達計画、工程計画、品質管理計画を策定

し、適切な施工基準、施工監理のもと工事を実施する。施工、調達にあたっては、特に以下の基本方

針にしたがって実施する。

①一定の技術力を持つ現地の建設会社を最大限活用して、現地事情に即した効率的な施工の実施を

図る。

②相手国関係者との関係を密にし、十分な意思疎通を図りつつ、工事を実施する。

③サイト周辺の自然環境保護に留意する。

④工事施工、労務管理にあたっては相手国の習慣、伝統、文化に配慮する。

⑤機材選定にあったっては、堅牢で操作が容易であることや、予備品入手やメンテナンスの容易性

に留意する。

（２）調達方針

　本プロジェクトの調達資機材は、漁獲物保蔵・販売用資機材（冷蔵庫の代用となる保冷魚函、秤等）

および船外機修理用手工具に大別される。調達の基本方針は以下の通りである。

①既に使用されている機材に問題がない限り、同レベルの資機材を調達する。

②機材は、堅牢で、保守・管理、予備品の入手が容易な機種を選定する。また、使い易さ、利便性

を考慮する。

③出来る限り特注品を避け、汎用品で対応する。

④輸送費等に大きな差が生じる場合、日本で適当な製品が見あたらない場合、あるいは定期的な保

守整備を必要とし、現地に対応可能な代理店等が存在する資機材は第三国調達を考慮する。一方、

輸送費等に大きな差が生じないかあるいは特別な理由がない機材は日本製品を調達する。

３－２－４－２　施工上／調達上の留意事項

（１）施工上の留意事項

①多数の建設機械を使用するため工事の安全には十分留意し、期間中の関係者以外の工事区域への

立入りを禁止する。特に、工事期間中も既存水揚げ浜の一部を漁民が使用するため、工事関係車

両と漁民の動線が交錯しない仮設計画とし、資機材の搬出入時等の安全を確保する。

②着工後の 8 月から 10 月は雨季にあたるため、工期遅れとならないように慎重な工程計画と、効率

的かつ、作業員の安全に配慮した施工計画を立案する。

③日本または第 3 国から調達する資機材については、海上輸送等に時間を要するため、工事工程に



88

支障をきたさないよう事前に綿密な計画を立てる。

（２）機材調達上の留意事項

①日本を含めた第３国で調達する資機材は、製作日数、納期、海上運送に要する日数等に留意し、

適切な時期に機材を発注し、工程を維持する。

②到着した資機材の水濡れを防ぐため場合によっては適切な保管場所を確保する。

３－２－４－３　施工区分／調達・据付区分

　本計画が日本国政府による無償資金協力事業により実施される場合、日本側および「カ」国側のそ

れぞれの分担事項は以下の通りであり、各々の費用負担によって遂行するものとする。

（１）日本側分担業務

①詳細設計、入札業務の補助および施監理等のコンサルタント業務。

②本計画による日本側建設工事に必要なすべての建設資材と労務の提供。

③本計画による日本側建設工事及び機材調達に必要な輸入資機材の海上、陸上輸送の実施及び輸送

保険料の負担。

④本計画による日本側建設工事及び機材調達に必要な品質検査の実施。

（２）｢カ｣国側分担業務

①計画敷地および工事用仮設ヤード、現場事務所用地の確保

②計画敷地内の廃船、台船等の障害物の解体、撤去

③計画敷地の整地

④計画敷地前面道路下に埋設されている上水道給水本管より計画敷地内への給水管引込工事

⑤計画敷地内への低圧電力供給工事

⑥計画敷地周囲の外柵・門扉・塀などの設置工事

⑦本プロジェクトに必要となる電話線引き込み工事

⑧その他、施設運営上必要な付帯設備の工事、家具、備品等の調達

３－２－４－４　施工監理計画／調達監理計画

（１）基本方針

　コンサルタントは、本プロジェクトの設計内容に基づき、工事内容、工程計画、品質管理計画等

を精査し、適切な施工監理実施を図る。施工にあたっては、｢カ｣国側関係機関、日本大使館、JICA

との緊密な連絡、意見調整を行い、施工者に対しては適切な指導・助言を迅速に行なって、工事の

品質を確保し、所定の工期内に完成させるよう監理を行う。

　また、本プロジェクトでは特に以下の点に留意する。

①｢カ｣国では、生コン工場がないためコンクリートはすべて現場で調合、打設される。したがって、
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現場におけるコンクリートの品質管理を徹底する。

②工事期間中も水揚げ浜の一部は継続的に使用されるため、これら漁民の安全を確保すると共に、

彼らの活動を阻害しないよう配慮する。

③建築資機材の多くは、｢カ｣国内で恒常的に入手可能であるとはいえ輸入品であるため、調達によ

る工程遅延を生じさせないよう、各材料の在庫確認、事前調達を施工者に実施させる。

（２）監理体制

①建築許可申請手続き

　設計者は、設計図書を施主（MINEPIA）に提出する。これらの図書は、MINEPIA から都市開発・住

宅省（MINUH）に回送される。提出部数は５部である。設計図書には、計画に含まれるすべての施設、

すなわち施設本体およびその外構に関するすべての工事を表記した図面・仕様書・計算書を含む。

カメルーンでは、設計基規準が未整備であるので、フランス規準を参照する。MINUH が設計図書の審

査を行う。審査期間は、書類に問題がない場合１～２週間であるが、審査をより円滑に進めるため

に、なるべく事前打ち合わせを行うことが望ましい。クリビにも MINUH の出先機関があるが、ここ

への質問はヤウンデの本省に送られ、回答は本省が出先機関を通して行う。

②日本側施工監理

　日本人の建築技術者 1 名を現場監理者として、全工事期間中に渡り現地に常駐させる他、日本人

土木技術者 1 名を土木工事間だけのスポットで派遣する。日本国内においては、業務主任のもと、

実施設計を行った技術者による支援体制を組織し、適切な工程管理、品質管理についての助言や指

導を行い、また日本国内の関係機関への報告を行う。

③「カ」国側施工監理

　「カ」国側による施工監理は、民間機関または都市住宅省で行われる。本プロジェクトにおいて

は、MINEPIA と MINUH を含む関連省庁がフォローアップ委員会を構成し、委員会は日本側の施工管理

と並行して工事管理を行う。また、竣工引渡し前の竣工検査を行い、検査済み証を発行する。なお、

コンクリートの圧縮試験などは、政府の指定機関であるLABOGENI が行う（試験費用は日本側負担）。

３－２－４－５　品質管理計画

　本プロジェクトでは以下の方針に基づき品質管理を実施する。

①品質管理の基準となる規格や特性値を設計図書に明確に定める。

②所定の品質を確保するために各管理項目別に作業方法、手順、頻度等の品質管理計画書を策定し、

施工中の不良原因の検証や修正措置等に役立てる。

③チェックシート、管理図、ヒストグラム等、管理の対象となる品質特性に見合った統計的手法を

用いて、各データが品質規格を満たしているかどうかを定量的に確認する。

④躯体コンクリートの品質管理にあたっては、供試体採取ごとにスランプ、コンクリート温度、空

気量、塩分濃度を計測し、１週および４週圧縮強度試験を実施する。コンクリート強度について

は、試験結果のデータを基に管理図を作成し、設計品質の確保に努める。
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３－２－４－６　資機材等調達計画

（１）建設用資機材

　一般的な建築資機材は｢カ｣国内でほとんど入手可能であり、全国展開している大手サプライヤー

（建材店）が数社存在する。｢カ｣国内で調達可能で、本計画の仕様に適合する資機材については、

将来の維持管理を考慮してこれらを活用する計画とする。

　【主要工事用材料調達区分】

調達先建設資材　名称

現地 日本 第３国

調達理由 備考

 鋼矢板 ◯ 工期内での調達が可能 南アフリカ製品

 セメント ◯ 現地製品 NF 規格品

 砕石 ◯ 現地生産

 砂 ◯ 現地生産 河砂

 型枠材料 ◯ 現地生産 木板、合板

 異形鉄筋 ○ 現地製品 NF 規格品

 コンクリートブロック ◯ 現場作成

 鉄製ドア ○ 現地製品

 アルミサッシュ ○ 恒常的に現地入手可能な輸入品 EU 製品

 木製建具 ◯ 現地製品

 硝子 ◯ 恒常的に現地入手可能な輸入品 EU 製品

 構造用木材 ◯ 現地生産

 屋根材 ◯ 現地製品 アルミ成型板

 タイル ◯ 恒常的に現地入手可能な輸入品 EU 製品

 仕上用木材 ◯ 現地製品

 一般塗料 ◯ 現地製品

 電線、配線部材 ◯ 恒常的に現地入手可能な輸入品 ヨーロッパ基準

 スイッチ・コンセント ○ 同上 同上

 照明器具(耐塩害器具) ○ 同上 同上

 一般配管部材 ◯ 同上
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（２）資機材

　①漁獲物処理・保蔵用機材

　　　a) 製氷機

　「カ」国にも仏国、GENEGLACE （商標、社名は FRIGOGLACE 社）の代理店があり、整備工場、

部品デポとも完備した施設を有し、据え付けを始め保守・整備も行っている。従い、製氷機

に関しては、部品の供給、保守整備、運転指導等の技術的支援も受けやすいＥＵ製製氷機の

現地調達も認める。

　ドウアラの MIDEPECAM（海面零細漁業振興団）では GENEGLACE の同種のフレークアイス製

氷機が既に運転されており、同機種が導入された場合、ドウアラの MIDEPECAM からの技術支

援も期待できる。

　　　b) 保冷函

　２００リットルを越える良質の大型保冷魚函の生産は先進国に限られている。一方で、先

進国の鮮魚保蔵・処理は一般に冷蔵室または温度を下げた作業室内で行われる事から鮮魚の

保蔵に保冷函を使用する必要性はあまり高くなく、大型の保冷魚函を生産しているメーカー

は限定されている。このようなことから、日本で生産されている既存品では今回の計画サイ

ズに合わず、新たに製作するとなると相当割高となる。したがって、入札における競争を進

める目的からも第三国調達を考慮する。

　　　c) 秤

　卸売り、小売りに使用する鮮魚販売用の秤で、「カ」国では機械式の上皿秤が使用されてい

る。しかし、上皿秤のため、魚から垂れる水が秤の機械部に掛かり、耐用性が低く、誤差の

原因となっている。このため、本プロジェクトでは、水のかかり難い日本製の機械式吊下げ

秤を調達する。

　②船外機修理用工具

　a) 一般工具

　船外機修理用の汎用工具で、使用されているネジは8～17mm と比較的小さい。したがって、

小型エンジンの修理を対象とした汎用手工具キットを調達する。工具は調達量も少なく、海

上運送費に大きな差が生じない事から日本国製品を調達する。

　　　b) 特殊工具

　「カ」国で多用されているメーカーの船外機のクランクシャフトの分解・組立てに使用す

る特殊工具で、導入により、船外機の修理能力が拡大する。メーカーの特殊工具のため、１

社指定となる。但し、汎用品で対応可能な部分は出来る限り汎用品を調達する。海上運送費

に大きな差が生じない事から日本国製品を調達する。

３－２－４－７　実施工程

　日本国政府の無償資金援助により本計画が実行される場合、交換公文（E／N）締結後、｢カ｣国政府

とコンサルタントの間で設計監理契約が結ばれる。その後、実施設計、入札、請負業者契約を経て建



92

設工事へと進み事業は完成する。

（１）実施設計

　コンサルタントは基本設計書に基づいて実施設計を行い、実施設計図、仕様書、入札要綱等の入

札図書を作成する。この間　｢カ｣国側関係機関と施設、機材の詳細について協議を行い、最終的に

入札図書の承認を得る。コンサルタント契約から実施設計に要する期間は概ね 2.0 ヶ月である。

（２）入札関連

　入札公示、入札参加資格審査、入札図書の領布、入札、入札結果評価、公示請負業者指名、請負

業者契約の順に進み、本計画施設の工事請負業者（日本法人）が決定される。入札業務から工事契

約に要する時間は概ね 2.0 ヶ月である。

（３）建設工事・機材調達

　建設工事契約締結後、契約業者は早急に現地に入り、工事に着手する。着工から完工までの工期 8.5

ヶ月を予定する。

表 3-23　事業実施工程表

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

月

項目

　

実施設計

(計約 4.0 ヶ月)

建設工事

(計約 8.5 ヶ月)

機材調達

(計約 6.5 ヶ月)

(現地調査)

(国内作業)

(入札･契約)

(準備･仮設工事)

(土木工事)

(基礎･躯体工事)

(仕上工事)

(外構工事)

(検査･引渡し)

(製作･調達)

(輸送)

(据付)

(検収･引渡し)
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３－３　相手国側分担事業の概要

①本計画敷地の確保、計画敷地内の障害物の解体および撤去、撤去後の整地

②本計画による工事期間中の水産物荷捌活動の円滑な継続を担保する代替場所の確保

③本計画の実施、建設工事、機材調達に関して「カ」国で必要とされるすべての許認可の取得

④本計画の実施に係る銀行間取極め（B/A）ならびに支払授権書（A/P）の発行手続きの促進ならび

に必要となる銀行手数料の負担

⑤本計画に使用される資機材などの調達品の迅速な免税通関の確保

⑥建設工事、資機材調達、役務提供に際して、「カ」国内で日本人及び日本法人に課せられるすべ

ての税金、その他の課徴金の免税措置

⑦本計画の実施に関し必要となる日本人に対する｢カ｣国への入国、滞在の許可

⑧工事用仮設ヤード、現場事務所用地等の本計画の工事実施にかかる仮設用地の確保

⑨建設工事中のサイト内への部外者の立ち入り禁止措置

⑩本計画敷地で必要となる給水管引込み工事、電力供給工事、電話線引込み工事の実施、ならびに

敷地周辺で必要とされる外柵、門扉の築造

⑪本計画の施設内部で必要となる事務機器、電話機器、家具、備品などの調達

⑫本計画の実施に必要とされるもので、日本国政府の無償援助協力によって負担されないその他経

費の負担
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３－４　プロジェクトの運営・維持管理計画

　当初の計画施設の運営は、MINEPIA とクリビ市の共同で行い、その間に CDDM 職員の能力向

上を図る。開所５年後を目標として、MINEPIA より CDDM へ施設の運営委託を行う計画である。

　施設・機材の維持管理は、日常の修理・点検、製氷機等の機械の更新を含めて運営組織が手当する。

ただし、建物・設備の数年に 1 度の修繕は政府負担とする。

　施設の運営規約、各種使用料の設定にあたっては、MINEPIA、クリビ市、CDDM 等の関連組織から構成

される運営委員会で原案を作成し、漁民・仲買人等の施設利用者グループとの調整を行う。

　　本計画施設の運営に必要となる要員は下表に示す 16 名である。なお、MINEPIA により計画施設を

拠点として実施が予定されている若手漁民の訓練ならびに沿岸水域監視活動のほか、水揚げデータの

収集などに要する人員は、MINEPIA より別途手当される必要がある。

表 3-24　計画施設の要員計画

担当 人数 所属 役割

所長 1 MINEPIA 施設運営に係る指導・調整・管理

副所長 1 CDDM 施設の運営管理実務、統計データの収集

機械技師 1 MIDEPECAM 製氷機の運転、日常点検・保守

同　助手 1 CDDM 氷の販売、市場関係者の調整・管理

事務職員（会計、秘書） 2 CDDM 施設使用料等の徴収・出納、データの記帳・入力

氷販売員 1 CDDM 氷の販売

市場管理員 1 クリビ市 荷捌場の管理（週２日）

衛生管理員 1 クリビ市 荷捌場、食堂における衛生管理指導（週２日）

会計監査員 1 MINEPIA 会計監査、経営指導（非常勤）

警備員 3 CDDM 場内保全・警備（1 日 2 交代）

清掃員 3 CDDM 清掃及び便所管理

計 16

①MINEPIA 水産局

　本プロジェクトの実施機関であるとともに、計画施設の運営・維持管理組織の主体として、施設全

体の運営管理の調整を行う。MINEPIA からは、常勤職員として、所長、機械技師（外郭団体 MIDEPECAM

より派遣）の２名を配属し、施設運営管理実務を通して、CDDM より選定される副所長、機械技師助手

に対して実地指導を行う。また、３ヶ月に１回程度の頻度で会計監査員を現地に派遣し、施設の運営

収支の監査を行う。

②クリビ市

　クリビ市は、市内２ヶ所にある公設市場の管理、ゴミの収集・処理等の公衆衛生に関するサービス

を提供している。市場の管理に関しては、２ヶ所の公設市場のうち、１ヶ所は Mokolo 市場と呼ばれ、

市が建設・管理する魚小売市場が併設されている。一方、ゴミは、市が運用するゴミ収集車２台を用

いて、１日２回、市全域にわたってゴミの収集を行い、郊外のゴミ捨て場に廃棄している。

　本プロジェクトにおいては、この分野での経験を活かして、市は市場管理員１名、衛生管理員１名

の２名を計画施設に随時（少なくとも毎週水・土曜日の２日間）派遣する。
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③ムボア・マンガ水揚場開発委員会（CDDM）

　開所５年後からの計画施設の運営が想定されている CDDM は、1990 年 12 月 12 日に布告され

た「カメルーンにおける組織の自由化に関する法令 No. 90/93」に基づいて、1998 年 11 月 21

日に設立されたムボア・マンガ水揚場で活動する漁業関係者の組織である。組織の管理委員

会は、会長以下、管理委員 6 名、監査委員 2 名、相談役 2 名の計 10 名で構成されている。会

員は、船主 32 名（ピログ船 55 隻）のほか、多数の仲買人や関連業者も加わっている。現在、

計画サイトにあるバラック造の荷捌場、簡易食堂は CDDM が 2002～2003 年に設置したもので

あり、小規模ながら施設の運営・維持管理に着手している。2003 年の CDDM の年間収支は以下

の通りであり、財務規模は小さいものの、堅実な経営が行われていることが伺われる。

表 3-25　CDDM の活動収支（2003 年）

項目 金額（FCFA） 内訳

収入 3,560,000 月会費 300,000 CFA（5,000 CFA/月）

ピログ船会費 1,800,000 CFA（1,000 CFA/隻/週）

ピログ船降料 330,000 CFA

食堂賃貸料 400,000 CFA（1,000 CFA/店/週）

冷蔵庫賃貸料 180,000 CFA

寄付金 550,000 CFA

支出（活動費） 1,070,000 事務消耗品 90,000 CFA

集金人手当 360,000 CFA

水揚場清掃費 210,000 CFA

電気代 215,000 CFA

連絡費 40,000 CFA

連盟会費 115,000 CFA

身体障害者への寄付 15,000 CFA

国際婦人デーの寄付 25,000 CFA

支出（投資費） 2,339,825 荷捌場の建設 2,189,825 CFA

食堂テーブル・ベンチの改善・製作 150,000 CFA

年間収益 150,175

未回収金 90,000 ピログ船の船降し費用

年間残高  240,175

　一方で、CDDM は本格的な水揚げ施設の運営経験はなく、製氷機などの機械類の維持管理技

術も持ち合わせていないことから、計画施設の運営・維持管理に関しては、当初５年間程度

を目処にして、MINEPIA およびクリビ市の共同管理体制の下、職員の能力向上を図っていくこ

ととする。
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３－５　プロジェクトの概算事業費

３－５－１　協力対象事業の概算事業費

　本協力対象事業を実施する場合に必要となる事業費総額は、約 4.49 億円となり、先に述べた日本と

「カ」国との負担区分に基づく双方の経費内訳は、下記に示す積算条件によれば、次の通りと見積も

られる。ただし、ここに示す概算事業費は暫定値であり、必ずしも交換公文上の供与限度額を示すも

のではなく、協力対象事業の実施が検討される時点においてさらに精査される。

（１）日本側負担経費

概算総事業費　　約　397　百万円

零細漁業センター：護岸(延長(167 m)、開水路(73 m)、荷捌・卸売場、製氷棟、漁具ロッカー／ワー

クショップ棟、管理棟、便所棟、食堂棟（建築延べ床面積：約 1,519.7 m2）

費目 概算事業費（百万円）

護岸／階段 52.6土木

開水路 10.6

63.2

荷捌・卸売場 20.9

製氷棟 30.9

漁具ロッカー／ワークショップ棟 31.2

管理棟 29.4

便所棟 4.4

食堂棟 33.5

施設

建築

構内舗装、側溝、擁壁、給水塔、浄化槽 101.8

252.2

 機材 7.7 7.7

323.1

 実施設計・施工監理・技術指導 73.5 73.5 73.5

（２）カメルーン国側負担経費

　「カ」国政府が負担すべき項目のうち主要なものを以下に示す。これに対し、「カ」国政府はこの

プロジェクト実行に必要な予算として約 250 百万 FCFA を準備している。そのうち、100 百万 FCFA が 2005

年度（1～12 月）の畜産漁業動物生産省（MINEPIA）予算としてすでに計上されており、2005 年 3 月頃

より拠出可能となる。また、残りの金額は次年度で予算措置する方針であり、上記の負担工事を問題

なく実施できる体制にある。なお、上記のうち、「⑤内国税（関税、消費税、等）の支払い」は、MINEPIA

より経済財務省への免除申請に基づいて、経済財務省が発行する証明書をもって「カ」国政府が内国

税を支払う形をとるものである。
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概算金額（百万 FCFA）事　業　費　区　分

2005 年度 2006 年度

①計画敷地内の障害物の破壊・撤去・整地

②建設予定地までの水道ならびに低圧電線の敷設・引き込み工事

③内国税（関税、消費税、等）の支払い（経済財務省管轄）

④B/A、A/P 発給に対する銀行手数料の支払い

⑤外柵、外塀、門扉等の設置工事

⑥家具・備品、その他必要機材の購入

⑦MINEPIA 水産局によるプロジェクト管理費

77

8

90

5

-

-

10

-

-

45

5

5

5

5

190 65

合　　計 約 255 百万 FCFA

（約 52.4 百万円）

（３）積算条件

①積算時点 　：平成 16 年 10 月

②為替交換レート ：1 ユーロ＝134.78 円、1FCFA＝0.2055 円、1US$＝110.80 円

　　 （平成 16 年 4 月 1 日から 9 月 30 日までの TTS 平均レート）

③施工期間　　　：1 期による実施とし、詳細設計、建設工事及び機材調達の期間は施工工

　程に示した通り。

④その他 ：日本国政府の無償資金協力の制度に従う。

３－５－２　運営維持管理費

　本計画施設の機能のうち、若手漁民の育成および沿岸水域監視は MINEPIA が毎年予算を計上して実

施するものであるが、漁獲物の処理・卸売・保蔵、漁業資機材の保守・管理に関しては、運営組織（当

初５年間は MINEPIA およびクリビ市、6 年目以降は CDDM による独立採算を基本とする。施設の主な収

入源は、氷の販売代金と施設使用料の徴収である。これらは、施設を独立採算で健全に運営していく

上で必要不可欠なものであり、施設利用者の充分な理解を得ることとする。本計画施設の運営収支を

現状の流通形態及び実勢価格に基づいて試算してみると、下表のとおりとなる。

①零細漁業センターの運営収支

項目 算出根拠 金額
(千 FCFA)

1. 収入
 1)氷売上 35 FCFA/kg x 2,000kg/日ｘ310 日 21,700

 2)施設
　使用料

荷捌・卸売場： 5,000 FCFA/人月ｘ80 人ｘ12 ヶ月
漁具ロッカー：10,000 FCFA/月ｘ11 個 x 12 ヶ月
食堂：5,000FCFA/人月 x 24 人 x 12 ヶ月
便所：50 FCFA/回 x 1,000 人回/月 x 12 ヶ月
保冷魚函：2,000 FCFA/月ｘ12 ヶ月ｘ100 個

4,800
1,320
1,440
600
2,400

収入合計 32,260
2. 支出

 1)人件費 所長（手当のみ）：60,000 FCFA/人月ｘ12 ヶ月 720
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副所長：125,000 FCFA/人月ｘ12 ヶ月
機械技師（手当のみ）：30,000FCFA/人月ｘ12 ヶ月
機械技師助手：50,000FCFA/人月ｘ12 ヶ月
市場管理員（手当のみ）：40,000FCFA/人月ｘ12 ヶ月
衛生管理指導員（手当のみ）： 40,000FCFA/人月ｘ12 ヶ月
会計：90,000FCFA/人月ｘ12 ヶ月
氷販売/集金人：80,000FCFA/人月ｘ12 ヶ月
秘書：70,000FCFA/人月ｘ12 ヶ月
清掃員：30,000FCFA/人月ｘ3 人ｘ12 ヶ月
警備員：40,000FCFA/人月ｘ3 人ｘ12 ヶ月
　　　　小計

1,500
360
600
480
480
1,080
960
840
1,080
1,440

(9,540)
 2)水道代 製氷用水：2.2 m3/日(製氷量ｘ1.1)ｘ310 日＝682 m3

洗浄用水：5.6 m3/日ｘ100 日＝560 m3

生活用水：漁民・仲買人：1.0 m3/日ｘ100 日＝100 m3

　　　　　職員：0.3 m3/日ｘ310 日＝93 m3　　合計年間使用量　1,435 m3

水道料金：水道使用料 1,435 m3ｘ337 FCFA/m3

　　　　　付加価値税(484,000 FCFAｘ18.7%)
　　　　小計

484
91

(575)
 3)電気代 製氷機：15 kwhｘ1 台ｘ24 時間ｘ310 日ｘ0.85＝94,860 kwh

貯氷庫：2.2 kwhｘ1 台ｘ24 時間ｘ310 日ｘ0.5＝ 8,184 kwh
揚水ポンプ：0.75 kwh x 1.5 時間 x 310 日 = 349 kwh
空調：11.1 kwh x 8 時間 x 310 日 x 0.5 = 13,764 kwh
照明・ｺﾝｾﾝﾄ：19.3 kwhｘ8 時間ｘ310 日ｘ0.2＝9,573 kwh
　　　　　　　　合計年間使用量　126,730 kwh
電気料金（契約容量 50KVA の場合）：
　基本料金：50 KVAｘ2,000FCFA/KVA・月ｘ12 ヶ月
　雨季料金：126,730 kwhｘ1/2ｘ60 FCFA/kwh
　乾季料金：126,730 kwhｘ1/2ｘ68 FCFA/kwh

付加価値税(8,609,000FCFAｘ18.7%)
　　　小計

1,200
3,802
4,309
1,741

(11,052)
 3)通信費 50,000FCFA/月ｘ12 ヶ月 600

 4)消耗品 50,000FCFA/月ｘ12 ヶ月 600
 5)維持
　 管理費

製氷機保守：ﾒﾝﾃﾅﾝｽ契約 70,000FCFA/月ｘ12 ヶ月
建物保守：建物概算コストｘ年間 0.2%（積立）

840
1,000

(1,840)
支出合計 24,207

3. 収益 8,053
備考：

1) 氷の販売価格は、ドウアラでの価格（25̃30FCFA/kg）を参考にして、現在の計画サイトでの流通価格（65FCFA/kg）のほぼ半分

（35FCFA/kg）に設定した。

2) CDDM 会費は各会員から徴収されるが、これは組合の会議費や福利厚生費、幹部職員手当等に充当することとし、上記試算では収

入に含めていない。

3) 施設使用料の実勢例がないため、維持管理費ならびに減価償却費を考慮して、それぞれ以下のように算出した。

荷捌・卸売場 5,000 FCFA/人・月（仲買人）

食堂棟 5,000 FCFA/店・月（食堂店主）

漁具ロッカー 10,000FCFA/ブース/月（2,000FCFA/隻/月）

保冷函 購入単価200,000FCFA/個÷耐用年数8年÷12ヶ月（2,000FCFA/月）

便所 50FCFA/回（既存便所と同額）

4) 施設要員に政府職員が当たる場合には、手当のみ支給される。

　上記の試算の結果、本計画施設が計画通りにフル稼働された場合、年間約 800 万 FCFA の収益を得る

こととなる。この収益は他の目的に転用することなく、５年後に必要となる製氷機および貯氷庫冷却

装置の更新費用（機械本体価格約 3,000 万 FCFA÷5 年＝年間約 600 万 FCFA）として積み立てておく必

要がある。運営当初は漁民や仲買人への施設利用に関する啓蒙にある程度の時間が必要であり、計画

通りの水揚げと収入が見込まれないことも予想される。しかしながら、施設収入の約 30%は氷販売以外
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からの収入で占められ電気・水道代は、製氷機の稼働時間に応じて変動するものであることから、経

営上は問題がない。他方、人件費などの固定経費は経費の 60%を占めており、製氷・販売量や施設の利

用率に関係なく、毎年一定額の支出となる（下表参照）。

（単位：千 FCFA）

費目 金額 合計

人件費、通信費、消耗品費、維持管理費 12,580固定経費

電気代 x19%、水道代 x52%（製氷・貯氷用以外） 2,399

14,979（61.9%）

電気代 x81% 8,952変動経費（製氷・

貯氷庫運転経費） 水道代 x48% 276

9,228 (38.1%)

合計 24,207 (100%)

　氷販売以外の収入は、年間 10,560 千 FCFA（32,260ー21,700）であることから、製氷施設が全く稼働

しなかった場合には、4,419 千 FCFA（10,560ー14,979）の赤字が予想される。したがって、氷以外の

施設利用が計画通り行われた場合、製氷施設の稼働率は、最低 35％以上とする必要がある（下記計算

式参照）。

　固定経費＋(変動経費ｘ製氷施設の稼働率)＝氷販売以外の収入＋(氷販売収入ｘ製氷施設の稼働率)

　14,979＋（9,228 x E）＝10,560＋(21,700 x E) 　　　　　　∴　E≒35%

　なお、上記で設定した氷販売単価や施設使用料はあくまで試算であり、天候不順による漁獲量の低

下、電気代や賃金などの値上がり等の外部要因により、運営収支が悪化するケースも考えられる。こ

のような場合には、その都度運営委員会で施設利用規約・料率の見直しを行い、利用者への説明・合

意を得た上で随時改定していく必要がある。

　また、将来的に施設の運営組織となる CDDM への加入促進および組織強化を図るため、施設利用にあ

たっては希望者が多い場合は CDDM 会員を優先するとともに、氷販売単価や施設使用料は CDDM 会員と

非会員との間で格差を設けることが望ましい。

②施設の運営立ち上がり資金の手当

　MINEPIA は、当初 1 ヶ月分相当の運営経費（約 2 百万 FCFA：24,207,000FCFA/年÷12）を立ち上がり

資金として準備し、施設の運営が軌道に乗り計画通りの収益があげられるようになった時点で資金回

収する。また、製氷機・冷凍機等の機械類の更新は 5 年に 1 回の割合で運営組織が独自に行う計画で

あるが、万一、十分な資金の積立が出来なかった場合には、MINEPIA は不足費用の手当を行う。
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３－６　協力対象事業実施に当たっての留意事項

　本プロジェクトの実施に当たっては、以下の点に十分留意する必要がある。

①計画サイト内の障害物の撤去

　交換公文（E/N）締結から完工・引き渡しまでの期間が 12 ヶ月間と限られていることから、「カ」

国側負担工事のうち、特に計画サイトの障害物の撤去は日本側工事が開始される前に完了されていな

ければならない。したがって、「カ」国政府は、この負担事業の実施につき、E/N 締結後すぐに着手

し、遅くとも E/N から４ヶ月以内に撤去・移転が完了することが不可欠である。

　ただし、計画サイト東側の沖に放置されている大型バージ３隻については、計画施設の建設に支障

がないため撤去する必要はない。しかしながら、ピログ船のより安全な出入港の確保もしくは周辺の

景観上の理由により「カ」国側で自主的に撤去される場合においてはこの限りではない。技術的には

これらのバージを撤去しても計画施設への物理的影響はまったく生じない。また、サイト前面の砂浜

の変化（堆積・浸食）をもたらす可能性は理論的に小さいといえるが、客観的データが不足している

ためはっきりしたことは言えない。したがって、これらのバージを撤去する場合には、大潮干潮時ご

と（月２回）に最低１年間、①簡易計測ゲージによる護岸前面の砂浜表層レベルの計測（侵食・堆積

傾向の把握）、②計画サイト前面に露出した砂浜の大凡の大きさ・位置の目視記録（砂浜の増減傾向

の把握）、③写真撮影（計測データの証拠資料として活用）の３つを併用したモニタリング調査を行

いデータの蓄積を行うことが望ましい。

　なお、既存施設の撤去・移転にあたっては、「カ」国政府は、事前に各所有者の理解を十分に得て、

いかなる移転問題も生じないよう十分に配慮し必要な措置をとらなければならない。

②施工中の仮設水揚場の確保

　計画サイトでは、漁獲物の水揚げ・販売、漁具の修理などの活動が行われている。本プロジェクト

の工事は、限られた工期内で完了するために、すべての計画施設が同時並行的に施工される予定であ

る。したがって、計画サイト内に施工中の仮設水揚場と設けることは物理的に不可能である。施工中

の水揚場としては、計画サイトから建設中のマリーナを挟んだ反対側（海側、砂州の内側）が予定さ

れており、クリビ市による承認も得られている。既存浜の利用にあたっては、「カ」国政府は、関連

する漁民グループ間での協議を十分に行い、後日トラブルが発生しないよう留意しなければならない。
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第４章　プロジェクトの妥当性の検証

４－１　プロジェクトの効果

　本プロジェクトの実施により、１）計画地における漁民、仲買人等の漁業関連従事者の収入増大、

２）周辺ならびに都市部住民への衛生的な鮮魚の安定供給、等が期待され、「カ」国南部沿岸地域の

零細漁業基盤が整備されることとなる。本プロジェクトの実施によって期待される具体的な効果は次

の通りである。

現状と問題点 本計画での対策（協力対象事業） 計画の効果・改善程度

1. 氷の絶対量が不足し、かつ適切な漁

獲物の保蔵設備がないため、主要漁

獲物であるニベの約 20%は計画地へ

の陸揚げ時点で鮮度落ちを生じてお

り、販売価格も通常の約 2/3 に低下

している。漁民、仲買人の双方にと

って多大な経済的ロスを生じてい

る。

・ 計画地において良質の氷を安価

で安定的に供給するための製氷・

貯氷施設の建設

・ ピログ船上ならびに陸揚げ後の

鮮魚を氷蔵する上で適切な保冷函

の導入

2. 既設荷捌場は手狭で給水設備もない

ため、炎天下での漁獲物の選別・卸

売・函詰め作業を行っており、衛生

的な取扱ができない。また、出荷用

車両が構内に進入できないため漁獲

物を人力で運搬している。

・ 漁獲物が衛生的な環境で取り扱

うための荷捌・卸売場の建設

・ 車両が構内に進入可能とし、漁

獲物の出荷を容易にするための構

内道路・駐車場の整備

・ 氷の販売単価が現状の 65 FCFA/kg

から 35 FCFA/kg に低減される。

・ 計画地における製氷量が現状の年

間 400～500 トンから 600 トン以上

に増大され、かつその質が改善され

る。

・ 保冷函の導入により、ピログ船で

の施氷率（魚：氷）を現状の 1:2 か

ら 1:1.5 に低減でき、より効率的な

氷の活用が促進される。

・ 陸揚げ時におけるニベの鮮度改善

量1が現状と比べて 1日当たり330kg

（水揚げ量の約 10%）増大する。

3. 計画地の既設食堂は仮設構造物であ

り、３年後には使えない状態になる

と予想される。また、給排水設備も

なく最低限の衛生環境が整備されて

いない。

・ 給排水設備が完備された衛生的

な食堂棟の建設

・ 食堂の改良により、収容客数が増

大される。

・ 給排水設備の完備により、食堂の

衛生環境が改善される。

・ 食堂の耐用年数が増大する。

4. 計画地の河岸は侵食傾向にあり、こ

のまま放置しておくと背後の建築物

が危険な状態に晒されることとな

る。また、多数のバージや鉄くずが

廃棄されており、ピログの係船や陸

揚げ作業を安全に行うことができな

い。

・ 侵食を防止し背後の建物と敷地

を保護するための護岸の整備

・ 浜から施設へアクセスするため

の階段の設置

・ 敷地内に廃棄されたバージや鉄

くずの撤去（「カ」国側負担事業）

・ 漁獲物の陸揚げ、出漁時の積み込

み作業がより安全に行うことができ

る。

・ 計画地の敷地および建物の崩落が

防止される。

5. 計画地には漁具の保管場所がないた

め、船外機、漁具等の資機材を自宅

まで持ち帰り、翌日の出漁時に持ち

込んでおり、多大な労力と時間を費

やしている。

・ ピログ船が共同で利用できる漁

具ロッカーの建設

・ ピログ 1 隻当たり年間 30 万 FCFA

の無駄が解消される。

・ ピログ船の 1 日当たり平均稼働隻

数が現状の 43 隻から 50 隻に増大す

る。

6. 船外機の修理やピログ船の製作は、

既設バラックで行われているが、満

潮時には浸水し、屋根も不十分た

め、作業効率が悪い。また、修理工

具も劣悪で、一定の品質を確保でき

ない。

・ 船外機および木造船ワークショ

ップの整備

・ 船外機修理技術の質が向上する。

・ 木造船製作、船外機修理の作業環

境が改善され、作業効率が向上す

る。

                                                          
1鮮度改善量とは、優先魚種”ニベ”（水揚げ量の約50%を占める）につき、陸揚げ時に鮮度落ちを生じている魚体（鰓の色が黒ずんで

いるもの、魚体が破損または腐敗しているもの）のうち、プロジェクトによって鮮度が改善される量を示す。
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４－２　課題・提言

(1) 地元関係者との意見交換

　本施設の運営に関わる規則・細目は、畜産漁業動物生産省（MINEPIA）、クリビ市、ムボア・マンガ

水揚場開発委員会（CDDM）の３者で構成される運営委員会により決定される予定であるが、これらの

施行にあたっては、後々問題が生じないよう必要に応じて公聴会等を開き、部族や宗教による差別無

く、地元の漁民、仲買人、関連業者、さらには住民との密接な意見交換を行い、相互理解を図ること

が重要である。

(2) 適材適所の人材配置

　本施設は、独立採算で運営されることを基本としており、少人数で最大限の効果をあげることが要

求される。したがって、本施設に配置される人材は勤勉で精力的に働く意志のある人材を選定するこ

とが重要である。特に、所長は地域の状況に精通しており、地域漁民や仲買人の人望が厚く、調整能

力の高い人材を採用することが望ましい。当初５年間は、MINEPIA はクリビ市と共同で施設の運営・維

持管理を担うが、５年後には CDDM 単独での運営が可能となるよう、CDDM 職員に対する教育・指導を行

う必要がある。

　一方、「カ」国側自助努力の一環として、MINEPIA は、本施設を拠点として、カメルーン人若手漁民

の育成ならびに沿岸水域監視活動を促進することが期待されている。このために必要かつ適切な人材

（教官、指導員、等）ならびに予算を手当し、施設をより効果的に活用すべきである。

(3) CDDM の活性化

　本施設は CDDM 会員、非会員に関わらず利用可能な施設とすることを基本とする。しかしながら、会

員、非会員とも同じ条件で施設の利用ができるようでは、CDDM に加入するメリットがなく、しいては

地域漁民および仲買人の統一化、CDDM を核とした関連事業の推進を行うことが出来ない。したがって、

本施設は CDDM 会員に関わらず利用可能な施設とするものの、その利用条件の設定にあたっては、以下

に示すような会員を優遇する措置を施すことが望ましい。

・ 漁具ロッカー、食堂ユニット、保冷魚函等の優先的使用権

・ 施設使用料や氷販売単価の差別化（例えば、非会員は氷 1kg あたり 5 FCFA 割高とする）

・CDDM 収益の一部還元（会員への配当、福利厚生費、等）

　また、計画地域には、CDDM の他に、各種関連グループ（GIC）、仲買人組合（ADAMAM）、地域連合のよ

うな組織が多数存在している。また、アンケート調査によると、いずれの組織にも加入していない漁

民、仲買人もみられる。このことから、本プロジェクトでは、上記の優遇措置により施設利用者の CDDM

への加入を促進するが、CDDM 以外の既存関連組織の存続を脅かすことがないよう、組織間の団体契約

等による施設利用面での優遇についても協議・検討していくことが必要である。同様に、周辺水揚場・

漁村の漁民グループ等との適切な協調関係を促進し、計画施設を核としたオセアン県全体の零細漁業

振興に寄与する体制作りが必要と考えられる。このためには、組合員の種類を、個人会員（正組合員、
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準組合員）、法人会員等に分けて、それぞれの条件とメリットを明確にし、施設の利用度、地区別、形

態別に応じて、自由に選択加入できる制度等について検討すべきである。

(4) 漁民訓練

　若手漁民の訓練用機材は「カ」国側からの当初要請に含まれていたが、ドウアラの漁民訓練センタ

ーが未開校で、クリビでの具体的計画が立てられていないことから、本プロジェクトの協力対象外と

した（「3-2-1 設計方針、(1)基本方針、コンポーネント３：カメルーン人若手漁民の育成」参照）。

一方で、本計画施設は、「カ」国南部沿岸の漁民、仲買人に対するセミナー等の教育・訓練の場とし

ても有効活用することが可能である。ドゥアラでの訓練活動を軌道にのせるとともに MINEPIA 水産局

の自助努力により、クリビ周辺の若手漁民の育成に必要な訓練機材が調達され、本計画施設において

訓練活動が開始されることが望ましい。

４－３　プロジェクトの妥当性

　本プロジェクトの内容および、その効果の程度、さらには対象となる施設・機材の運営・維持管理

の現実性などの調査結果は、「資料６：事前評価表」にとりまとめた通りである。その結果、我が国の

無償資金協力による協力対象事業の実施は以下の観点において妥当と判断される。

① 本プロジェクトの裨益対象は、社会的底辺にある零細漁民および仲買人等であり、その範囲は計画

地であるムボア・マンガの漁業関連従事者（漁民約 180 人、仲買人約 100 人、その他関連業者約 30

人）であるが、「カ」国南部沿岸全域の不特定多数の漁業関連従事者への波及効果が期待されるほ

か、クリビ市住民約 5 万人、ヤウンデ市住民約 120 万人に間接的便益をもたらす。

② 本計画施設の効果的運用により、零細漁民ならびに仲買人は漁獲物の鮮度を改善でき、それにより

経済的損失の解消、すなわち所得向上を図ることができる。また、一般消費者に衛生的で良質の鮮

魚を現在価格で供給することが可能となり、動物蛋白摂取源として鮮魚嗜好の強い「カ」国住民の

食生活改善に貢献するものである。

③ 本計画施設は、施設の維持管理に必要最低限の収入を確保するため、利用者が支払い可能な施設使

用料が設定されており、独立採算での運用が可能である。また、本施設の当初５年間の運営・維持

管理は、畜産漁業動物生産省（MINEPIA）がクリビ市と共同であたり、５年後にはムボア・マンガ

水揚場開発委員会（CDDM）への運営委託ができるように必要な技術的および財政的支援が約束され

ている。

④ 本プロジェクトは、国家開発政策通達（1998～2001）の中で継続目標となっている貧困削減に資す

るものであり、上位計画との整合性が高い。また、「漁業金融支援プロジェクトに関する F/S 調査

（1997）」において、クリビを拠点とする南部沿岸地域は開発ポテンシャルが高く、総合的な零細

漁業振興を支援するための漁業センターの整備が優先プロジェクトとして位置づけられている。
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⑤ 本計画施設は、利用者から徴収する施設使用料を用いて独立採算で運営・維持管理を行う公共施設

であり、多大な収益を得るものではない。

⑥ 本計画施設が周辺の社会・自然環境に与える影響および発生しうる公害についてのスクリーニング

およびスコーピングチェックを実施した結果、環境面で負の影響はほとんど考えられない。

⑦ 本プロジェクトの工期は、E/N 締結から約 12 ヶ月間（着工から完工まで約 8 ヶ月間）と予定され、

我が国の無償資金協力の制度に沿って、特段の困難なく実施可能である。

４－４　結論

　本プロジェクトは、前述のように多大な効果が期待されると同時に、本プロジェクトが広く住民の

所得向上・生活改善に寄与するものであることから、協力対象事業の一部に対して、我が国の無償資

金協力を実施することの妥当性が確認される。さらに、本プロジェクトの運営・維持管理についても、

「カ」国側体制は人員・資金ともに十分で問題ないと考えられる。
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(1)

１．調査団員氏名、所属

（１）基本設計調査

1 総括

Leader

木谷　　浩

Mr. KITANI

Hiroshi

JICA 国際協力専門員

Senior Advisor, Institute for

International Cooperation, JICA

2 技術参与

Technical Advisor

佐藤　哲也

Mr. SATO

    Tetsuya

水産庁資源管理部国際課

Office of Overseas Fisheries

Cooperation, Fisheries Agency

3 計画管理

Project

Coordinator

芳沢　　忍

Mr. YOSHIZAWA

 Shinobu

JICA 無償資金協力部業務第３グループ

Project Management Group III,

Grant Aid Management Department,

JICA

4 業務主任/漁業施設計画

Chief Consultant /

Fisheries Facilities

Planning

深尾　　浩

Mr. FUKAO

Hiroshi

ｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞ･ｱｸﾞﾛﾌｨｯｼｬﾘｰｽﾞ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ（株）

Overseas Agro-Fisheries Consultants,

Co., Ltd.

建築計画(I)

Architecture Panning (I)

新谷　眞人

Mr. ARAYA

Masato

（株）オーク構造設計

Structural Design Office Oak Inc.

5

建築計画(II)

Architecture Panning (II)

岩崎　　渉

Mr. IWASAKI

Wataru

ｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞ･ｱｸﾞﾛﾌｨｯｼｬﾘｰｽﾞ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ（株）

Overseas Agro-Fisheries Consultants,

Co., Ltd.

6 土木計画/自然条件調査

/環境社会配慮

Civil Design/Topographic

Surveyor / Environmental

& Social Consideration

青山　高久

Mr. AOYAMA

Takahisa

（株）エコー

ECOH Corporation

7 施工計画/積算

Construction Planning

/ Cost Estimation

小林　正明

Mr. KOBAYASHI

Masaaki

ｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞ･ｱｸﾞﾛﾌｨｯｼｬﾘｰｽﾞ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ（株）

Overseas Agro-Fisheries Consultants,

Co., Ltd.

8 機材計画/調達計画/積算

Equipment Planner /

 Procurement Planning /

 / Cost Estimation

岡村　憲二

Mr. OKAMURA

Kenji

ｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞ･ｱｸﾞﾛﾌｨｯｼｬﾘｰｽﾞ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ（株）

Overseas Agro-Fisheries Consultants,

Co., Ltd.

9 通訳（フランス語）

Interpreter

佐々木　正之

Mr. SASAKI

Masayuki

（株）佐々木エージェンシー

Sasaki Agency S.A.
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（２）基本設計概要説明

1 総括

Leader

木谷　　浩

Mr. KITANI

Hiroshi

JICA 国際協力専門員

Senior Advisor, Institute for

International Cooperation, JICA

2 技術参与

Technical Advisor

佐藤　哲也

Mr. SATO

Tetsuya

水産庁資源管理部国際課

Office of Overseas Fisheries

Cooperation, Fisheries Agency

3 計画管理

Project

Coordinator

稲生　俊貴

Mr. INAO

 Toshitaka

JICA 無償資金協力部業務第３グループ

Project Management Group III,

Grant Aid Management Department, JICA

4 業務主任/漁業施設計画

Chief Consultant /

Fisheries Facilities Planner

深尾　　浩

Mr. FUKAO

Hiroshi

ｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞ･ｱｸﾞﾛﾌｨｯｼｬﾘｰｽﾞ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ（株）

Overseas Agro-Fisheries Consultants,

Co., Ltd.

5 建築計画

Architecture Planner

新谷　眞人

Mr. ARAYA

Masato

（株）オーク構造設計

Structural Design Office Oak Inc.

6 施工計画/積算

Construction Planner

/ Cost Estimator

小林　正明

Mr. KOBAYASHI

Masaaki

ｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞ･ｱｸﾞﾛﾌｨｯｼｬﾘｰｽﾞ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ（株）

Overseas Agro-Fisheries Consultants,

Co., Ltd.

7 通訳（フランス語）

Interpreter

佐々木　正之

Mr. SASAKI

Masayuki

（株）佐々木エージェンシー

Sasaki Agency S.A.



(3)

２．調査行程

（１）現地調査

調査内容

コンサルタント団員日

順

月

日

曜

日

官団員

業務主任／

漁業施設計画

土木計画／

自然条件調査／

環境社会配慮

建築計画 施工計画／積算 機材計画／

調達計画

／積算

1 9/1 水 出国、成田発 11:10→パリ着 16:35（JL405）

２ 9/2 木 パリ発 10:20→ヤウンデ着 17:55（AF940）

３ 9/3 金 日本大使館表敬、

水産局：IC/R説明・協議

４ 9/4 土 移動：ヤウンデ→ドウアラ、ドウアラ零細漁業水揚場及び MIDEPECAM 水産施設視察、

企業型漁船視察、ドウアラ→クリビ（陸路）

５ 9/5 日 計画サイト調査、ムボア・マンガ水揚場開発委員会 (CDDM)協議

６ 9/6 月 オセアン県庁、クリビ市役所表敬、計画サイト調査

移動：クリビ→ヤウンデ（陸路）、現地再委託先と協議・再委託契約締結

７ 9/7 火 畜産漁業動物生産省(MINEPIA)大臣表敬、

水産局：要請内容の確認・協議

８ 9/8 水 水産局：補足事項協議、ミニッツ協議

９ 9/9 木 水産局：ミニッツ署名、日本大使館報告、官団員：ヤウンデ発 20:10→(AF941)

10 9/10 金 ﾊﾟﾘ着 06:00,

ﾊﾟﾘ発

関連省庁訪問・資料収集（都市開発住宅省、産業商業開発省） 出国、成田発 11:10→パリ着 16:35（JL405）

11 9/11 土 成田着(帰国) ヤウンデ市内市場調査（海産鮮魚店・BBQ屋調査） パリ発 10:20→ヤウンデ着 17:55（AF940）

12 9/12 日 移動：ヤウンデ→ドウアラ、調査準備、ドウアラ→クリビ（陸路）、現地再委託業者との現場打合せ、アンケート調

査打ち合わせ・指導

13 9/13 月 クリビ市、クリビ自治港、CDDM、MIDEPECAM 訪問・資料収集、サイト周辺状況調査

14 9/14 火 SONEL、SNEC、CAMTEL、都市開発局訪問・資料収集、河川調査

15 9/15 水 水産セクター現状調査、指標ベースライン調査、現地水揚げ実測調査、食堂・流通業者調査

自然条件調査（河道、堆砂・浸食調査、洪水、等）

16 9/16 木 小売市場、冷凍魚販売店、公共事業局、市役所、

燃料スタンド、気象台訪問・資料収集

移動：クリビ→ドウアラ、

建設・調達事情調査、機材維持管理調査

17 9/17 金 都市開発局、SNEC、市役所訪問・資料収集 同上　　　　　　　　　　　　　　　　（建築計画 II 出国、パリ着）

18 9/18 土 海運局、指標ベースライン調査、現地水揚げ実

測調査、食堂・流通業者調査

同上

　　　　　　　　　　　　　　（建築計画 II パリ発、ドウアラ着）

19 9/19 日 移動：クリビ→ドウアラ 同上　　　　　　　　　　　　　　　　　（建築計画 I ドウアラ発）

20 9/20 月 MINEPIA 沿岸州事務所訪問・資料収集、MIDEPECAM 調査

移動：ドウアラ→ヤウンデ　　　　　　　（建築計画 I パリ着、パリ発）

建設事情調査、調達事情調査

21 9/21 火 水産局訪問・協議、日本大使館中間報告　　　　　　（建築計画 I 帰国）移動：ドウアラ→ヤウンデ

22 9/22 水 水産局協議、FAO訪問・情報収集、移動：ヤウンデ→クリビ 建設事情調査、調達事情調査

23 9/23 木 現地合同懇談会：計画内容、施設計画（案）、運営・維持管理体制につ

いて説明・意見交換、移動：クリビ→ヤウンデ

同上

24 9/24 金 水産局にて」資料収集 同上

25 9/25 土 資料整理 ヤウンデ発 20:10→（AF941）

26 9/26 日 移動：ヤウンデ→クリビ→ドウアラ、地質調査状況確認 ﾊﾟﾘ着 06:00、ﾊﾟﾘ発 19:05→(JL406)

27 9/27 月 MINEPIA 沿岸州事務所訪問・資料収集、材料会社見積書収集 成田着 13:55（帰国）

28 9/28 火 北部沿岸調査（リンベ水揚場、水産研究所、MIDEPECAM）

29 9/29 水 移動：ドウアラ→ヤウンデ、水産局資料収集・最終報告

30 9/30 木 日本大使館報告、ヤウンデ発 20:10→（AF941）

31 10/1 金 ﾊﾟﾘ着 06:00、ﾊﾟﾘ発 19:05→(JL406)

32 10/2 土 成田着 13:55（帰国）

通訳は全行程参加。
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（２）基本設計概要説明

日順 月日 曜日 調査内容

1 12/8 水 出国、成田発→パリ着（官団員：AF275、
コンサル団員（深尾/小林/佐々木：JL405, 新谷：AF277））

２ 12/9 木 パリ発 10:30→ヤウンデ着 19:05（AF940）

３ 12/10 金 11:00 日本大使館表敬、14:30 畜産漁業動物生産省(MINEPIA)大臣表敬
15:30 水産局にて B/D 概要書の内容説明

４ 12/11 土 08:00 ヤウンデ→11:00 クリビ（陸路）
11:00 計画サイト視察
15:00 MINEPIA オセアン県代表への説明・確認

５ 12/12 日 09:00 施工中の代替水揚場の視察・確認
10:00 CDDM への説明・確認
15:00 クリビ→17:00 ドウアラ（陸路）（小林のみ）

６ 12/13 月 08:00 オセアン県知事表敬
09:00 クリビ市役所訪問・説明
11:00 クリビ→14:00 ヤウンデ（陸路）
14:30 水産局にて B/D 概要書の内容説明・協議

７ 12/14 火 10:00 水産局にて補足事項協議、
ミニッツ協議

８ 12/15 水 09:00 計画・国土整備省（MINEPAT）より免税方法・手続きについて聴取
10:30 現地建築設計・施工会社３社より聴取調査

９ 12/16 木 10:30 都市開発・住宅省（MINUH）への説明
13:00 MINEPIA 本省にてミニッツ署名
15:00 日本大使館報告
ヤウンデ発 21:25→(AF941)

10 12/17 金 パリ着 06:25, パリ発
（官団員および新谷：AF276、深尾/小林/佐々木：JL406）

11 12/18 土 成田着（帰国）
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３．関係者（面談者）リスト

（敬称略）

（１）畜産漁業動物生産省（MINEPIA）

Dr. Hamadjoda Adjodji 大臣（2004 年 12 月 9 日まで）

Dr. Aboubakary Sarki 大臣（2004 年 12 月 10 日以降）

Mr. Laxare Mpouel Bala 次官

Dr. Baba Malloum Ousman 水産局　局長

Dr. Ngouande Salvador 同　産業及び零細漁業担当次長

Mr. Nna A’boo Pierre 同　養殖・応用研究担当次長

Mr. Tiotsop François 同　零細漁業課長

Dr. Abdou Mahamat 同　産業漁業課長

Mme. Bondja Monique 同　応用研究所長

Dr. Tchoubia Antoine MINEPIA 沿岸州代表

Dr. Meke Soung Pierre Nolasque MINEPIA 沿岸州水産課長

Mr. Bille Issac MIDEPECAM 総裁

Dr. Saleu Rène MINEPIA オセアン県代表

Mr. Nana Tabet MIDEPECAM クリビ支所長

Mr. Bitha Ango Jacques Freddy MINEPIA オセアン県水産職員

Mr. Afanembeng Abossolo Joseph 同上

Dr. Murgo Cecilia Chiawal MINEPIA ファコ県代表

Mr. Molmido Duncan MIDEPECAM リンベ支所長

（２）企画・開発計画・国土整備省（MINEPAT）

Mr. Otti André 投資促進局　二国間協調案件調査担当官

（３）都市開発・住宅省（MINUH）

Mme. Chendjouo Cheriet K. F. 建築及び住宅局　局長

Mr. Bouba Ariki MINUH オセアン県代表

（４）公共事業省（MINTP）

Mr. Nziou Abraham MINTP オセアン県代表

（５）運輸省

Mr. Ndibi Ndibi Jeannot 海運・航路局南部海域担当課長

（６）研究・技術開発省（MINRET）

Dr. Djama Théodore IRAD 水産・海洋研究所　所長
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Dr. Oumarou Nifonjou IRAD 水産・海洋研究所　研究員

（７）オセアン県庁

Mr. Mvongo Grégoire 県知事

Mr. Envo Envo 第２助役

（８）クリビ市

Mr. Mba Mba Gregore 市長

Mr. Mazo Jacques Louis 助役

Mme. Ntoutoum Flerry 第１助役

Mr. Madiba 第２助役

Mr. Ntonga Tollero Réné 観光・姉妹都市担当官

Mr. Mabvouna Jean Pierre 特別秘書

（９）クリビ市内その他関係機関

Mr. Ndjock Paul SONEL（電力会社）クリビ所長

Mr. Bebeve Abena Casimir SNEC（水道公社）クリビ所長

Mr. Elono Samnel CAMTEL クリビ所長

Mr. David Metou m’Emvolo クリビ自治港　港長

Mr. Njock Nimeon クリビ気象台　所長

Mr. Serge Ngono TOTAL カメルーン社販売担当

Mme. Nga Claudine Laure Virginie TOTAL クリビ店長

（１０）ムボア・マンガ水揚場開発委員会（CDDM）

Mr. Abonga Joseph 総裁

Mr. Mboule Patrice D. 事務官

Mr. Epelani Ottoga 監査役

（１１）FAO

Mme. Daoulé Diallo Ba FAO カメルーン事務所長

（１２）在カメルーン日本国大使館

国枝　昌樹 特命全権大使

富永　純正 参事官

今城　康雄 一等書記官

杉山　弘樹 三等書記官

岩田　芳和 三等書記官
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（和訳）

カメルーン共和国

零細漁業振興計画　基本設計調査

協議議事録

　カメルーン共和国政府の要請に基づき、日本国政府は「零細漁業振興計画」（以下「プロジェクト」と記

す）に係る基本設計調査の実施を決定し、その調査を独立行政法人国際協力機構（以下「JICA」と記す）

に委託した。

　JICA は、カメルーンへ木谷浩 JICA 国際協力専門員を団長とする基本設計調査団（以下、「調査団」と記

す）を派遣し、2004 年 9 月 2 日から 9 月 30 日まで同国に滞在する予定である。

同調査団はカメルーン政府関係者と協議し、調査対象地域において現地調査を実施した。

　協議の結果、双方は附属書に記述された主要事項に合意した。調査団はさらに調査を行い、基本設計調査

報告書を作成する。

ヤウンデ市

2004 年 9 月 9 日

for Minister

　　　　　　　　　　　　　　　　　                   　　　　　　　　　　　

木谷　浩 Lazare Mpouel Bala

団長　　　　　　　　　　　　　 次官

独立行政法人国際協力機構 畜産漁業動物生産省水産局

基本設計調査団 カメルーン共和国
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附属書

1.プロジェクトの目的

本プロジェクトは、クリビにおける零細漁業振興のために必要な施設と機材を整備することを目的と

する。

2.プロジェクトサイト

本プロジェクトサイトは　添付資料１に示されるクリビ市ムボア・マンガ水揚場である。

3.責任及び実施機関

3-1.責任機関は畜産漁業動物生産省（MINEPIA）とする。その組織図は添付資料 2 に示されるとおりであ

る。

3-2.実施監督機関は MINEPIA 水産局とする。

4.カメルーン側要請内容

　協議の結果、カメルーン側は以下の内容を要請した。

以下の施設の建設：

荷捌場、製氷・貯氷棟、保冷函置き場、事務室・監視室、ワークショップ、汚水処理槽、トイレ・シャ

ワー、漁具ロッカー、構内舗装

以下の機材の調達：

製氷機、貯氷庫用冷却装置、発電機、保冷函、荷捌用機材、監視用機材、ワークショップ用機材、漁民

研修用機材、研修用ピローグ船、漁具、救命具、監視用機材

JICA は今後、要請内容の妥当性を検討し、妥当性が確認された場合には日本国政府の承認を得るための

勧告を行う。

5.日本の無償資金協力システム

5-1.調査団は、添付資料 3 に記載された日本の無償資金協力の制度についてカメルーン側に説明し、カメル

ーン側はそれを了承した。

5-2.カメルーン側は、本プロジェクトに対する無償資金協力が実施されると決定された後、協力の円滑な実

施のため、特に工事の支障となる障害物の撤去を含む添付資料 4 に記載された措置を行うことを確約し

た。

6.今後の調査スケジュール

6-1.コンサルタント団員は、2004 年 9 月 30 日まで調査を継続する。

6-2.JICA は基本設計調査概要書をフランス語で作成し、その内容説明のため、調査団を 2004 年 12 月中旬

頃に派遣する予定である。

6-3.基本設計概要書の内容が、カメルーン側に受け入れられた場合、JICA は最終報告書を作成し、2005 年

3 月頃にカメルーン側に送付する。

7.特記事項

（１） 双方は、土木に関して、建築施設のために必要な工事のみが協力対象事業となることで合意した。

（２） 双方は、施設・機材の規模について、MINEPIA 及びその他関係機関の運営管理体制・能力等の調査

結果に基づいて適切な規模を決定することで合意した。

（３） 双方は、製氷機、貯氷庫、発電機については電力事情や経済性・採算性等を十分に踏まえた、カメ

ルーン側の維持管理能力があることを協力対象の条件とすることに合意した。

（４） カメルーン側は、9 月 24 日までに調査団からの質問票に対する適切な回答を提出することを確約し

た。

（５） カメルーン側は、調査団のカメルーン滞在中はサイト調査に案内する、専門家とカウンターパート

を配置することを確約した。
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（和訳）

カメルーン共和国

零細漁業振興計画

基本設計概要説明調査　協議議事録

　2004 年 9 月に、独立行政法人国際協力機構（以下、JICA という）は、カメルーン共和国に対し「零細漁

業振興計画」（以下、計画という）に関する基本設計調査団を派遣し、カメルーン政府関係者（以下、「カ」

国側という）との協議、現地調査及び日本での国内解析を踏まえ、基本設計概要書を取りまとめた。

　JICA は、「カ」国側に基本設計概要書を説明し、協議を行うために、独立行政法人国際協力機構専門員木

谷浩を団長とする基本設計概要説明調査団（以下、調査団という）をカメルーンへ派遣した。同調査団は、

2004 年 12 月 9 日から 16 日まで同国に滞在した。

　協議の結果、調査団と「カ」国側の双方は付属書に記述された主要事項について確認した。本調査団は引

き続き調査を実施し、基本設計調査報告書をとりまとめる予定である。

　

本議事録は、本文１頁と付属書１頁から構成され、日カ双方合意のもとに署名され、双方が各 1 部所有す

るものである。

2004 年 12 月 16 日　ヤウンデ

独立行政法人国際協力機構

基本設計調査団長 畜産漁業動物生産大臣

木谷　浩 Dr. ｱﾌﾞﾊﾞｶｰﾙ・ｳﾏﾙ・ｻﾙｷ
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付属書

１　 概要書の内容について

｢カ」国側は、調査団が説明した概要書の内容について原則同意した。

２　 日本の無償資金協力スキームについて

  「カ」国側は、調査団が説明した、2004年9月9日に「カ」国側及び調査団との間で締結した協議議事

録の別添により、日本の無償資金協力スキーム及び「カ」国政府によって取られる手続きについて理

解している。

３ 調査スケジュール

JICA は、確認した事項に基づき最終報告書を作成し、2005 年 3 月末までに「カ」国政府に送付する。

４　その他

4-1　「カ」国側は、本プロジェクトで日本側により提供されるサービスおよび施設・機材にかかるすべ

ての税を免除する旨約束した。

4-2　「カ」国側は、供与される施設・機材の運営維持管理およびそれらのプロジェクトに合致した適正

使用に責任を持つこと、必要となる人員の配置及び予算を確保することを約束した。

4-3 調査団は、本プロジェクト実施のために必要となる「カ」国側負担工事等について説明し、「カ」国

側はそのための用地・予算等を確保することを約束した。

4-4「カ」国側は、水揚地および食堂等の代替地の確保、および計画地にある既存し摂津の移転を、遅く

とも 2005 年 6 月 30 日までに完了することを約束した。

4-5「カ」国側は、計画地において工事の支障となる鉄くず、廃船、バージ等の障害物を、遅くとも 2005

年 6 月 30 日までに撤去することを約束した。

4-6「カ」国側は、計画サイトへの電力、給水等の引き込み工事を、遅くとも 2005 年 6 月 30 日までに

行う旨約束した。
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６．事業事前計画表（基本設計時）

１．案件名

　　カメルーン共和国　零細漁業センター整備計画

２．要請の背景（協力の必要性・位置づけ）

　｢カ｣国政府は、国家開発政策通達（1998̃2001）で、貧困削減を継続目標として掲げ、①公平かつ持続

可能な成長、②マクロ経済およびセクター別の経済政策の実施、③地域社会の関与による参加型開発、④女

性の収入活動への参加増大、⑤環境保全、の５つを枠組みとする中・長期的戦略を作成している。

　水産業は、｢カ｣国 GDP の 1.1%（第一次産業の 5.2%）を占めるにすぎないが、安価な動物蛋白供給源、

農漁家の収入源として重要な位置づけにある。水産物の年間水揚げ量は約 11 万トンであり、そのうち 90%

以上を零細漁業分野が占めている。とりわけ沿岸漁業は、漁場面積が限られているにもかかわらず、零細漁

業生産量全体の約 45%を占めており、沿岸域住民にとって貴重な動物蛋白源となっている。一方で、｢カ｣国

では国内生産だけでは魚消費量を満たすことが出来ないことから、年間約 10 万トンの安価な冷凍魚を輸入

している。

　このような状況の下、｢カ｣国畜産漁業動物生産省（MINEPIA）は、沿岸漁業の振興により国内漁獲量の

増大、零細漁民の生活レベルの向上を図るため、FAO-DIPA の協力を得て「漁業金融支援プロジェクトに

関する F/S 調査（1997 年）」を実施した。その結果、「カ」国沿岸５県のうちで、最も推定資源量が大きく

漁獲量の増大が可能である同国南部州オセアン県における総合的な零細漁業振興（漁労、流通・加工、船外

機修理・木造船製作、等）を支援するために、クリビ漁民センターの整備が提言されている。

　クリビ市は、首都ヤウンデから西に 294km、商業都市ドウアラから南に 163km の位置にある。オセア

ン県には全部で 7 ヶ所の主要水揚場があり、うちクリビ市に 4 ヶ所が集中している。このうち、ムボア・マ

ンガ（MBOA-MANGA）は県内最大の水揚場であり、漁民 180 人、魚流通に携わる女性 150 人が活動拠点

を置いている。オセアン県は「カ」沿岸地域の中で最も自国漁民の割合が大きいが、その経営規模は外国人

漁民の多い沿岸州、南西州と比べて零細で漁獲量も少ない。他方、南部州の主要漁法は底魚（高級魚）を対

象とする底刺網であり、ヤウンデ、ドウアラ等の都市部への重要な鮮魚供給拠点となっている。

　しかしながら、計画サイトでは、①水揚げ基盤施設の欠如、②若手漁民の訓練体制の欠如，③水域監視お

よび漁具の法的管理のための持続的メカニズムの欠如，④漁業金融の欠如と漁具価格の高騰等の問題に直面

している。とりわけ既存水揚場は、漁船の燃料・漁業資機材・交換用部品の保管場、漁獲物保蔵用の製氷機・

保冷庫、漁具等の補修のための作業場、ならびに衛生的な荷捌場がないため、水産開発のポテンシャルが高

いにもかかわらず経済的・効果的な漁業活動に支障を来している。

　このような背景により、同国南部水域における零細漁業の拠点であるクリビ市ムボア・マンガ地区に、漁

獲物の鮮度・品質の改善、漁業資機材の適切な保守・管理体制の改善を図り、消費者への衛生的な魚の安定

的供給、漁民及び仲買人の所得向上を目標とする「零細漁業センター」を整備する必要が生じている。
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３．プロジェクトの全体計画概要

(1) プロジェクト全体の目標（裨益対象の範囲及び規模）

　①ムボア・マンガ水揚場において漁獲物の鮮度が改善される。

　②ムボア・マンガ水揚場において氷の生産・供給体制が整備される。

　③ムボア・マンガ水揚場を利用するピログ船の稼働率が向上する。

《裨益対象の範囲及び規模》

　①ムボア・マンガ水揚場を利用する零細漁民約 180 人、仲買人約 150 人、その他関連業従事者約 30 人

　②クリビ市内住民約 5 万人および首都ヤウンデ住民約 120 万人

(2) プロジェクト全体計画の成果

　①漁獲物の水揚げ・処理・保蔵ならびに漁業資機材の保守管理用の施設・機材が整備・調達される。

　②零細漁業活動が改善される。

(3) プロジェクト全体計画の主要活動

　①プロジェクト運営のための人員を配置する。

　②漁獲物の水揚げ・処理・保蔵ならびに漁業資機材の保守管理用の施設・機材を整備・調達する。

　③上記施設・機材を使用して零細漁業活動を実施する。

(4) 投入（インプット）

　1) 日本側　：無償資金協力　3.97 億円

　2) 相手国側： ①必要な人数：計画施設運営要員 16 名

　　　　　　　　②建設資機材

　　　　　　　　③施設・機材の運営・維持管理に係る経費

(5) 実施体制

　1) 主官庁：畜産漁業動物生産省（MINEPIA）

　2) 実施機関：MINEPIA 水産局

４．無償資金協力の内容

(1) サイト

　　カメルーン国オセアン県クリビ市ムボア・マンガ水揚場

(2) 概要

　①ムボア・マンガ地区における零細漁業施設の建設

　②荷捌用機材および修理用工具の調達

(3) 相手国側負担事項

　①建設用地の確保

　②用地内の障害物の撤去・整地

　③施工中の代替水揚場の確保

　④用地への電気・水道の引き込み
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(4) 概算事業費

　　概算事業費　4.49 億円（日本側 3.97 億円、カメルーン側 0.52 億円）

(5) 工期

　　詳細設計、入札期間を含めて約 12 ヶ月（予定）

(6) 貧困・ジェンダー、環境及び社会面の配慮

　なし。

5．外部要因リスク

(1) 計画施設の運営・維持管理に必要な下記要員の確保・配置に影響を及ぼすような事態が発生しない。

所属機関 担当職務

MINEPIA 所長(1)、機械技師(1)、会計監査員(1)

クリビ市 市場管理員(1)、衛生管理員(1)

CDDM 副所長(1)、機械技師助手(1)、会計(1)、秘書(1)、氷販売員(1)、警備員(3)、清掃員(3)

(2) 天候不順により出漁率や漁獲量が低下しない。

(3) 経済事情の変化により、漁具や燃料費が高騰や魚価の下落が起こらない。

(4) 計画サイトにおける漁民数が減少しない。

６．過去の類似案件からの教訓

　過去の類似案件なし。

７．プロジェクト全体計画の目標達成を示す指標

(1) プロジェクト全体計画の目標達成を示す指標

　①計画地における優占種“ニベ”の陸揚げ時の鮮度改善量（率）

現状 2007 年

0 kg/日（0%） 330 kg/日（水揚量の約 10%）

　　測定方法：漁獲物の陸揚げ時に船主によって魚種別・鮮度別に選別されている魚の重量を測定する。

　②計画地における氷の生産量（トン）ならびに販売価格（FCFA/kg）

現状 2007 年

氷の生産量 400～500 トン/年 600 トン/年

氷の販売価格 65 FCFA/kg 35 FCFA/kg

　　測定方法：計画施設における氷販売記録を収集する。

　③計画地を利用する動力ピログ船の稼働率（％）または稼働隻数（隻）

現状 2007 年

計画地の動力ピログ隻数 84 隻（登録隻数）

１日当たり平均稼働隻数 43 隻 50 隻

稼働率 51% 60%

　　測定方法：計画地におけるピログ船の出入港隻数の実測調査を行う。

 (2) 評価のタイミング

　　施設供用開始後 2 年後（2008 年）を目処とする。
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７．参考資料／入手資料リスト

分　野 所有する情報及び資料等の標題 概要

水　産 PROJET D’APPUI AU

DEVELOPPEMENT DE LA PECHE

MARITIME ARTISANALE AU

CAMEROUN

発行機関：MINEPIA

発行年月日：2002 年 9 月

ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾌﾟﾘﾝﾄの別：プリント

内容要旨：海面零細漁業の開発支援プロジェクトの要旨（若手漁民育

成センターの設立計画書）

水　産 RAPPORT DU SEMINAIRE ATELIER

SUR LA CREATION DU COMITE DE

DEVELOPPEMENT DU

DEMARCADERE DE PECHE DE

MBOA-MANGA (KRIBI) CAMEROUN

(GCP/RAF306/DEN)

発行機関：西アフリカ零細漁業開発プログラム（DIPA）

発行年月日：1998 年 11 月

ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾌﾟﾘﾝﾄの別：プリント

内容要旨：計画サイトにおける漁民組織 ”ムボア・マンガ水揚場開発

委員会（CDDM）の設立セミナー内容要旨（組織定款、設立議事録、

内部規約、組織図、等）

水　産 ETUDE SUR LES POLITIQUES, LES

CONCEPTIONS ET LES

PROCEDURES DE PRETS ET

PROPOSITION D’UN PROGRAMME

DE CREDITS – SYNTHESIS DU

THEME No. 2

発行機関：FAO PROJECT TCP/CMR/6714(A)

　　　　（ OLIVER C. MOKOM, SPECIALIST EN CREDIT

RURAL）

発行年月日：1997 年 11 月

ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾌﾟﾘﾝﾄの別：プリント

内容要旨：カメルーン漁業金融支援プロジェクトにおけるクレジット

政策、方針、手順に関する計画書

水　産 ETUDE DE FAISABILITECHNICO -

FINANCIERE DES BESOINS

D’INVESTISSEMENTS EN PECHE

MARITIME ARTISANALE POUR LA

PRODUCTION, LA

TRANSFORMATION ET LA

COMMERCIALISATION

発行機関：FAO PROJECT TCP/CMR/6714(A)

         (SIMPLICE BATIMBA – ECONOMISTE)

発行年月日：1997 年 11 月

ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾌﾟﾘﾝﾄの別：プリント

内容要旨：カメルーン漁業金融支援プロジェクトにおける沿岸零細漁

業分野（生産、加工・販売）への投資必要性ならびにその技術的・経

済的妥当性についての調査報告

水　産 ENQUETE-CADRE ET ETUDE

SOCIO-ECONOMIQUE DE LA

PECHE ARTISANALE MARITIME AU

CAMEROUN

(FAO/GPC/RAF/192/DEN)

発行機関：西アフリカ零細漁業開発プログラム（DIPA）

発行年月日：1995 年 7 月

ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾌﾟﾘﾝﾄの別：プリント

内容要旨：カメルーンの海面零細漁業に関する社会経済調査結果（漁

民・漁船、漁獲量等の基礎データを含む。）

水　産 CONTRIBUTION AU PLAN

DIRECTEUR DES PECHES ET DE

L’AQUACULTURE

(TCP/CMR/0053)

発行機関：FAO

発行年月日：1992 年 11 月

ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾌﾟﾘﾝﾄの別：オリジナル

内容要旨：カメルーンの漁業・養殖開発計画（水産セクターのレビュ

ー、開発目標・戦略、計画内容）

組　織 RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITIES

DE LA DELEGATION PROVINCIALE

DE L’ELEVAGE, DES PECHES ET

DES INDUSTRIES ANIMALES DU

SUD – EXERCICE 2003

発行機関：MINEPIA 南部州代表

発行年月日：2004 年 5 月

ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾌﾟﾘﾝﾄの別：プリント

内容要旨：MINEPIA 南部州代表部の 2003 年度活動および収支報告

書

組　織 RAPPORT D’ACTIVITES DU CDDM

ANNEE 2003

発行機関：ムボア・マンガ水揚場開発委員会（CDDM）

発行年月日：2004 年

ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾌﾟﾘﾝﾄの別：プリント

内容要旨：CDDM の 2003 年度活動および収支報告書

組　織 RAPPORT D’ACTIVITES ANNUELS

EXERCICE 2001-2002 MIDEPECAM

KRIBI

発行機関：MI DEPECAM クリビ支所

発行年月日：2002 年 9 月

ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾌﾟﾘﾝﾄの別：プリント

内容要旨：MIDEPECAM クリビ支所の 2001/2002 年度における活

動および収支報告書

組　織 RECHERCHE D’UNE SOLUTION

DURABLE AU PROBLEME DE LA

DESTRUCTION EN MBR, DES

ENGINS DE PECHE DES ARTISANS

PECHEURS PAR LES CHALUTIERS

発行機関：MI DEPECAM クリビ支所長 NANA TABET

発行年月日：1999 年 5 月

ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾌﾟﾘﾝﾄの別：プリント

内容要旨：1999 年 5 月 19 日に実施されたクリビ市における漁民ワ

ークショップ報告書（トロール船による漁具被害等の問題について）



(31)

分　野 所有する情報及び資料等の標題 概要

政　策 THE LIVESTOCK, FISHERIES

AND ANIMAL INDUSTRIES

DEVFELOPMENT STRATEGY

発行機関：CABINET MANAGEMENT 2000

発行年月日：2003 年 6 月

ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾌﾟﾘﾝﾄの別：プリント

内容要旨：カメルーンの畜産漁業動物生産分野における開発戦略

政　策 DOCUMENT DE STRATEGIE DE

REDUCTION DE LA PAUVRETE

発行機関：カメルーン政府

発行年月日：2003 年 4 月

ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾌﾟﾘﾝﾄの別：プリント

内容要旨：カメルーンにおける貧困削減戦略ペーパー（PRSP）

政　策 LETTRE DE POLITIQUE DE

DEVELOPPEMENT

発行機関：カメルーン政府

発行年月日：1998 年 6 月

ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾌﾟﾘﾝﾄの別：プリント

内容要旨：カメルーンの国家開発政策（1997-2000）

都　市

計　画
PLAN D’AMENAGEMENT ET DE

GESTIION DE LA BANDE

COTIERE KRIBI – CAMPO DANS

LA PERSPECTIVE D’UN

TOURISME DURABLE

発行機関：クリビ市

発行年月日：2004 年 8 月

ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾌﾟﾘﾝﾄの別：オリジナル

内容要旨：持続的な観光に関するクリビ～カンポ間の沿岸地域の整備・管

理計画（水産インフラの整備構想を含む）

関　連

法　規
DECRET NO. 96/226 DU

01/OCT/1996 PORTANT

ORGANISATION DU

MINISTERE DE L’ELEVAGE,

DES PECHES ET DES

INDUSTRIES ANIMALES

発行機関：カメルーン政府

発行年月日：1996 年 10 月 1 日

ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾌﾟﾘﾝﾄの別：プリント

内容要旨：畜産水産動物生産省に関する政令

自　然

条　件
RAPPORT DE SYNTHESE -

ETUDE GEOLOGIQUE DU

PROJET D’AMENAGEMENT

D’UN CENTRE DE PECHE

ARTISANAL A KRIBI -

CAMEROUN

発行機関：BRECG

発行年月日：2004 年 10 月

ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾌﾟﾘﾝﾄの別：オリジナル

内容要旨：計画サイト（ムボア・マンガ水揚場）の地質評価（ボーリング・

データ、N 値、地質分析結果）

自　然

条　件
ETUDE TOPOGRAPHIQUES ET

BATHYMETRIQUES POUR LE

PROJET D’AMENAGEMENT

D’UN CENTRE DE PECHE

ARTISANAL A KRIBI

発行機関：GEOCOCAM

発行年月日：2004 年 9 月

ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾌﾟﾘﾝﾄの別：オリジナル

内容要旨：計画サイト（ムボア・マンガ水揚場）の地形測量および前面河

川の深浅測量図（平面図２枚、断面図５枚）
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